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午前９時00分開議 

○議長（草田 吉丸君）  おはようございます。引き続いてお出かけをいただきまして

ありがとうございます。 

 これから３日目の会議を始めたいと思います。 

 ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達しておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（草田 吉丸君）  日程第１、会議録署名議員の指名。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、９番、田中海太郎議員、

１０番、寺戸昌子議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．一般質問 

○議長（草田 吉丸君）  日程第２、一般質問。 

 昨日に引き続いて、順次発言を許します。発言順序６、９番、田中海太郎議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  おはようございます。９番、田中海太郎です。通告に

従いまして、一般質問を行います。 
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 今回質問したい内容は２点あります。 

 １点目は、不登校児童生徒への対応とフリースペースの活用。 

 ２点目は、消滅可能性自治体を受けての定住対策です。 

 まず最初に、不登校児童生徒への対応とフリースペースの活用です。 

 昨年１２月に同僚議員から不登校の児童生徒に関する質問がありました。それを踏

まえて改めて問います。 

 現在、不登校児童生徒の数は全国で約３０万人、島根県では約２,０００万人いま

す。 

 １番、今年度の町内における不登校児童生徒の状況は、昨年度と比較していかがで

しょうか。 

 ２番、町内におけるフリースペースの利用状況はどうでしょうか。 

 ３番、昨年、文科省が出したＣＯＣＯＬＯプランによると、各関係箇所が連携して、

多様な学びの場、居場所確保を進めているが、当町でも取組は進んでいるか。 

 ４番、また、昨年にこども大綱が制定されたが、その中で推進されているこども計

画の策定とこどもの意見反映は、当町でも取り組まれているか。 

 ５番目です。町として不登校児童生徒の現状をどのように捉えて、また、今後どの

ような展望と対策を考えているのか。お願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  おはようございます。それでは、９番、田中議員の御質問

にお答えをさせていただきます。 

 不登校児童生徒への対応とフリースペースの活用についてでございますが、１つ目

の質問でございますけれども、今年度も個々のケースにより、様々な要因から不登校

が生じている状況が引き続きあります。単純には比較はできないものの、今年度６月

現在までと昨年度の１学期末までを比較すると、登校日数が増える等、改善傾向が見

られる児童生徒がいる状況です。 

 今年度新たに不登校に該当すると考えられる事案は、現段階では報告をされていま

せんが、引き続き、学校や関係機関との連携の下、児童生徒が社会とつながり続ける

ことができるように努めてまいります。 
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 ２つ目の御質問でございますが、左鐙コミュニティセンターフリースクール運営業

務をＮＰＯ法人へ委託し、週２回、火曜日と水曜日でございますけども、開所をして

おります。 

 また、スクールソーシャルワーカーが津和野町民センターを拠点として、子どもの

居場所おむすびを木曜日に、月３回程度開催をしております。このほか、民間組織に

よってフリースペースも定期的に開所されていると伺っております。 

 対象児童生徒の利用実績については、個人の特定につながることもあるため、人数

等の状況は控えさせていただきます。 

 ３番目の御質問でございますが、ＣＯＣＯＬＯプランとは、誰一人取り残されない

学びの保障に向けた不登校対策ですが、この実現のためには、行政はもとより、学校、

地域社会、家庭のほか、ＮＰＯ法人やフリースクール等の関係者等が相互に子ども達

の状況を把握し、それぞれの立場で子ども達のために適切な対応に取り組むことが重

要になってまいります。 

 本町におきましては、校内やフリースクール等の居場所を確保することで、児童生

徒の特性に応じた多様な学びの場や居場所の確保に努めているところです。 

 また、タブレット端末の持ち帰りを順次進めていくこととしており、選択できる学

びの環境構築に努めているところです。 

 ４つ目の質問でございますけども、子ども計画については、国のこども大綱、県の

計画策定方針に基づき、津和野町子ども・子育て支援事業計画に盛り込む予定です。 

 また、子どもの意見反映については、町の子育て支援施策を展開するに当たり、重

要であると認識をしており、どのような形で聴取し、どう反映していくか検討してい

る段階です。 

 ５つ目の御質問でございますが、不登校児童生徒の現状として、昨年度から改善傾

向が見られる生徒もいますが、学校規模に対しての割合が少なくない学校もあると捉

えております。そのため、不登校の児童生徒の個々のケースに合わせて、支援する立

場の関係者が一丸となって、一人ひとりに寄り添い、丁寧に対応することが重要と考

えております。 

 このことから、学校と教育委員会に加え、関係機関との連携を強化していく必要が
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あると考えております。対応については、スクールソーシャルワーカー等の派遣や支

援機関に必要に応じてつなぐ対応を行ってまいります。 

 また、スクールソーシャルワーカーが不登校に関する職員研修を行う予定としてい

るところであり、全ての児童生徒に対して、日頃からの声かけや対話等の働きかけを

これまで以上に大切にするとともに、個々が抱える悩みや困り事を把握し、必要な対

応に努めてまいります。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  今回、不登校児童生徒の問題を取り上げるに当たって、

私は最初は不登校問題というふうに捉えたんですよ。問題化して取り上げたんですけ

ど、実際いろいろな人の話を聞いたり、本を読んだり、あと、講演会のオンラインの

やつを聞いたりしていくうちに、不登校というのが問題ではないんだという考えにち

ょっとずつ変わってきました。 

 それで結局、それを問題にすることが問題であって、不登校児童とか生徒が多いと

いう現状に対して、私達はどう向き合っていかなきゃいけないのかなというところか

ら出発しようと思っています。 

 それを踏まえた上で、１番の最初の回答なんですけれど、津和野の現状として、登

校日数が増えてきたと、改善傾向が見られるというふうにおっしゃっていましたが、

これはどういった対策を取られて、このような結果になっていると思われますか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  １番目の質問での、登校日数が増える等で改善傾向が見ら

れるということで答弁をさせていただいております。 

 その対策をということでございますけども、その対策につきましては、先ほど答弁

させていただいておりますけども、フリースペースの開所だとか、ＳＳＷ、いわゆる

スクールソーシャルワーカーの活用というところで、そういった対策を取っていると

いう現状でございます。そうした中で、改善傾向が見られているということでござい

ます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  ちょっと違った視点から質問しますけど、そもそも論
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なんですけど、学校教育というのは何のためにあるのかというところを今考えている

のですけど、教育長はどのような見解でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  学校教育とはということでございますけど、基本的には教

育基本法とか学校教育法に定められているものだと思いますけども、いわゆる子ども

達が学校という集団の場で、子ども達の成長過程による教育をそこで行うことにより

まして、人間形成の基盤を培っていくと、そうした中で個性や社会性を育んでいくと

いうところだと思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  突然難しい問題を振ってすみません。 

 私も実はほぼ同じような思いがありまして、学校教育というのは何のためにあるの

かといったら、今までは自分としては社会に出るに当たって、集団生活になじんで問

題解決を進めていく上で必要なものだという解釈でした。 

 ただ、これは実は最近いろいろ勉強すると、一昔前の考え方だって言われています。 

 ２０１０年から２０２０年の間に、世田谷区立桜丘中学校で校長されていた西郷先

生という方がいらっしゃいまして、この方は公立学校の大改革をしたということで有

名です。 

 実際に、例えば宿題をなくしたりとか、校則をなくしたりとか、今までのテストを

見直したりとか、新しいことをやって実際に不登校の子どもが通うようになったとい

う実績を持っていらっしゃいます。その先生が言うには、まず現場の先生方の頭の中

を変えることが大事だと。 

 それを受けて自分が思ったのは、自分達保護者とか教育委員会の方々、行政の方々

もやはり頭の中を切り替える必要があるのかなと思っています。それっていうのが結

局、実は不登校日数が増えたことに対し、回答の中で改善傾向が見られたというので

すけど、自分も最初は改善と思ったのですが、実は登校日数が増えることが改善かど

うかは分からないと思うのです。やっぱり実際にそれが痛しい思いをして無理に通う

ことになってしまった場合もあるし、学校に通うこと自体がよかったのか悪かったの

かは、個々の事案によって分からないことであって、なかなか自分達はついつい学校
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に行けるようになった、よかったよかったと思うんですけど、そこはちょっと見落と

しがちかなと思っています。 

 それで西郷先生が言うには、みんなと同じようにしなさいという指導、私もそうい

う指導を受けてきたのですけど、それが問題であって、共通の目標をつくって、それ

を守ったりそれに向けて進むということが正しいっていうのが、私達の時代の教育だ

ったと思うのです。それで自分達は育ってきたので、やはりそれが正しいことだと思

って、自分も子どもにそういうふうに伝えていますけど、やはり最近は社会の情勢が

変わってきて、子どもがそういうことに対応できなくなってきている。 

 なので、先生方も、極端に言えばこの西郷先生がおっしゃっているのは、学校は行

くところだよということよりは、学校に行かなくてもいいんだよと言えるような先生

が増えるべきだと言っています。だからそのぐらいの柔軟性を持って、これから対応

していかなければいけないかなと思っています。 

 そうなったときに、どこに子らが行くのかといえば、フリースクールとかフリース

ペースだと思うんですけど、それで２番目の質問の回答の中で、フリースペースが定

期的に開所されていると伺っておりますと。これ、実際フリースペースは町内で何か

所あるのかということと、実際そのフリースペースを子ども達に周知する方法はどう

いうことをやっていらっしゃいますか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育次長。 

○教育次長（山本 博之君）  現在、本町につきましてフリースペースは４か所ござい

ます。子ども達への周知ということでございますけれども、現在、ＮＰＯ法人さぶみ

のさんにフリースクールのことを委託しておりますけれども、そちらについては学校

のほうを通じて、必要な児童生徒さんに対して紹介をしていただいているというよう

な状況でございます。 

 そのほかにつきましては、基本的にはそれぞれのフリースペースの実施者の方がＰ

Ｒをしていただいているというような状況でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  またちょっと変な角度から言うんですけど、先ほどお

っしゃった必要な生徒児童に周知されているというのですが、これも自分もそう思う
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のですけど、実は必要かどうかというのはその生徒によって違うところであって、だ

から極端に言えば全員に周知すべきだと思うのですよ。 

 その中でやはり心の中に抱えていながら学校を無理して通っている子ども達に、こ

ういうのがあるよと知ったら、じゃあそこに行こうかという気にもなりますし、学校

教育の観点から言ったら、そうやってどんどん学校から人がいなくなるのは問題なの

かもしれませんけど、今そういう状況というのがあるので、やはり必要な生徒児童だ

けでなく、全体に知らせるということと、あとそれはさぶみは委託されているので、

そうやって公式で知らせることができるのですけど、非公式というか個人でやられて

いるいろんなフリースペースも、町としてもどんどん子ども達に周知していただきた

いと思うのですが、それはどうでしょうか。可能でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  今、議員のほうから御意見をいただきました。周知の方法

につきましては、先ほど次長のほうから御説明させていただいておりますけども、今

の議員からの意見を、また月１回校長会等が開催されますので、そういった中で意見

といいますか、協議をしていきたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  ぜひお願いしたいと思います。 

 先日、さぶみのフリースクールに行ったときも、たまたまその開所日に行ったんで

すが、たまたまその日は誰も子どもがいなかったんですけど、やはり運営側としては、

誰もいなくてもやらなければいけない、いつ誰が駆け込むか分からないのだというこ

とをおっしゃっていたので、やはりそういう場所があるということはみんなに伝えて

おいて、今日はどうしても学校に行けないとなるとそこに行けるように対応していた

だければありがたいと思っています。 

 続いて、３番目の質問の回答の中ですけれど、本町において、校内やフリースクー

ル等の居場所を確保することで、児童生徒の特性に応じた多様な学びの場や居場所の

確保と回答されました。まさにこの多様な学びの場や居場所というのは、先ほどから

述べているけどとても重要な問題でありまして、今さっきは学校内にそういう場所を

つくるとか、フリースペースで場所をつくるというのは分かるのですけれども、それ
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以外で何か実際にそういう場所として教育委員会と設定していたりとか、もしくはそ

れを想定している場所ってあるでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  今現在としては、先ほど御答弁をさせていただいておりま

すけれども、校内の空き教室だとかフリースペースの居場所ということになりますけ

れども、今後につきましては、また、いろいろな状況を見ながら考えていきたいと思

います。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  多分子ども達からしたら、もう津和野町全部が場所だ

と思うんですよね。だからそういう意味では、教育委員会が指定する場所というのは、

それは限られたところでいいと思うんですけれども、実際に可能性としていろいろな

ところがあり得ると思っても、極端に言えば田んぼとか畑もそうですし、それからも

っと具体的に言うと、例えば自分が思うには公民館とか、やっぱりああいう公共の施

設は、高齢者の方、それからいろんな方が出入りして、しかもいろんな、例えば何と

か教室があったりとか、常に人がいる場所です。そういうところに、やはりちょっと

そこで休息するとか、そういうこともできますし、またやっぱりせっかく津和野には

歴史のある図書館がありますから、図書館で本を読む。やっぱり本を読むことはとて

も重要なので、そういうところとか、逆に子どもらもいろいろ探していくとは思うん

ですけど、町としても、そういったこういうところもありますよ、こういうところで

ぜひ過ごしてください的に、今後周知していただければと思いますが、どうでしょう

か。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  居場所づくりというところで、今、議員のほうからいろい

ろな具体的な場所も御説明をいただいております。公民館あるいは図書館というとこ

ろのお話でございましたけれども、そういった部分も含めて、今後、内部でそういっ

た居場所づくりというところで検討、協議をさせていただきたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  特に公民館なんかは、おせっかいなおじさんとかおば
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さんがたくさんいるので、ぜひ、やっぱりそういうところで子ども達もまれると、ま

た更に考え方が変わったり、いろいろ成長していくと思っています。 

 実際、フリースペース、フリースクールの問題が出てきたのですが、最近はもうち

ょっと本格的な感じで、文科省が認可した形で、不登校特例校というのがあります。

これは学びの多様化ができる学校というふうに言われているのですが、この不登校特

例校というのが全国に３５か所あって、不登校児童生徒の実態に配慮した特別な教育

課程を編成して教育を実施するということで、まだ３５か所なので、全国からその場

所に皆さんがすごく押し寄せているという状況です。 

 やはり、これは結構ハードルが高いのかもしれませんけど、こういった学校づくり

というのも将来的に視野を入れて津和野も取り組んでいったらどうかなと思います。 

 特に津和野は０歳児からの教育に力を入れていますし、更には消滅可能性都市と言

われているぐらいの状況ですので、子ども、お母さん方が都会から山村留学的にこち

らにやってくるというのもとても人口増にも関わってくる問題ですので、そのような

方向性を持っていただきたいと思うんですけど、教育長はどう思われますか。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  不登校特例校の設置ということでこの答弁にもさせていた

だいておりますが、ＣＯＣＯＬＯプラン、これは文科省が出しているプランですけれ

ども、その一つの取組として不登校特例校の設置の推進というものを掲げていらっし

ゃいます。 

 先ほど議員もおっしゃいましたように、全国で３６か所だったですかね、今設置が

されているということでございますけれども、何分にもその設置に向けて特別の教育

課程を組めるという内容で文部科学大臣が指定すると、学校指定するというような内

容になっておりますけれども、何分にも情報がまだ少ないということもございまして、

この辺につきましては内部で検討していきたいと思っていますけれども、議員おっし

ゃいましたように、全国の設置数から見て、なかなか設置に向けてはハードルが高い

のかなというふうに認識を持っております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  特例校としては難しいかもしれませんけど、やはり田
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舎にある小さな学校で、例えば特例校の一つでは１年生から６年生まで一緒になって

授業をするとか、カリキュラムを全く変えることができるので、本当、今後少子化で

津和野町内の小中学校で小さい規模になったときは、それが逆にチャンスで、そうい

うところでそういう教育の方針でやっていますよというのは本当に今都会とかではそ

ういうところを求めている方がたくさんいるみたいなので、ぜひこれは前向きに進め

ていただきたいなと思っています。 

 それでは、今度、４番目のこども大綱の制定によりこども計画の策定またはこども

意見の反映というところに移りますが、まず、こども計画というのはこれからやられ

るとは思うんですけれど、具体的に例えばですけど、ほかの市町村が今始まっている

ところはパブリックコメントとか、意見募集というのをやっています。 

 津和野町としてもそういう取組はされる予定でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  こども基本法についてであります。 

 こども基本法は御存じのとおり昨年の４月に施行されまして、それによって国のほ

うで、こども家庭庁のほうでこども大綱というのが昨年１２月に制定されました。 

 このこども基本法の中に、各自治体においてこども基本計画を作成することが進め

られております。 

 その中でも都道府県においては国の大綱を勘案してこども計画を作成すること、市

町村は都道府県のこども計画を勘案して市町村子ども計画を作成する努力義務という

ことになっております。 

 今申し上げましたが、昨年１２月に国の大綱ができたばかりで、恐らく全県下とい

うのは全国の都道府県が、今そこに取り組んでいる状況だと思います。その中で都道

府県は都道府県で子どもの意見を聴取していくということでいろんな方策を取ってい

るということは聞いております。 

 まだ、先ほど申しましたように市町村こども計画については、都道府県の計画を勘

案してということになっていますので、本町ではまだ意見聴取等は実施をしておりま

せん。 

 ただし、教育長が答えた答弁にもありましたように、今後このことについては当然
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津和野町としても進めていくというふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  恐らくこれもやっぱり国が進めていく、まず国が始ま

ったことでそれに自治体がどんどん入っていくので、全体としては多分似たような形

態になっていくと思うんですよね、その中でやはり先ほどから言っているとおり津和

野は教育の町なんで、何かやっぱり津和野らしさとか、独自性というのを実施してい

ただきたいので、その、国から県から市町村に移っていくときにぜひいろんな意見を

参考にして独自性を出してつくっていただきたいと思っています。 

 それで、今度は５番目のところです。 

 これは最後のまとめ的なところなんですけど、学校と教育委員会に加えて、関係機

関の連携を強化していく必要があると言っています。やはり不登校の児童生徒のこと

に関してはスクールソーシャルワーカーとか、スクールカウンセラーの方々が中心に

なっていろいろと対応していくというふうに答弁でおっしゃっていました。それは確

かに、それがまず第一だと思っています。ただ、現状としてやはりそれらの専門家の

方々も人間であって、子ども達一人ひとりは多様な子ども達も合う、合わないの問題

もあります。それで、やはりなかなかそこがかみ合わなかったりとか、そういうこと

になってしまうと、それが逆効果になったり、ますます学校に行きにくくなることも

あり得るとは思います。 

 そんな中で、やはりスクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー以外でも

いろいろ対応していくべきかなと。というのが例えば子ども達にとってはこの人が信

頼を受ける人だとか、この人とだったら話せるとかそういうことも多分、多々あると

思うんですよね。そういう方々をつないでいくということも、これから必要になって

くると思うんですけど。そこら辺はどう対応していけばよろしいでしょう。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  今、子ども達に直接関わるといいますか、関わっていくの

にはＳＳＷの方が今３人ほどうちもおりますけども、その方々、それぞれ担当の学校

にいろいろと児童に会いに行くと、面談しに行くということで今進めています。 

 今そういった対策の中で、いろいろな、議員が心配されているようなことも考えら
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れると思っておりますけども、ＳＳＷあるいは教育委員会の担当者で月１回状況の報

告会といいますか、そういった場を設けております。 

 そうした中で子ども達の様子とか、そういった話をしておるところなんですけども、

やはり議員も心配しておれるように、相性という言葉がふさわしいのかどうか分かり

ませんけども、なかなかこのＳＳＷと、なかなかこの児童とがなかなか関係性がつく

れないとかというふうな例も中にはあるというふうに聞いております。 

 そうしたときにはＳＳＷの中で、今の報告会等の中でですね、情報共有を図って、

中でその次に別のＳＳＷが行くとかですね、そういったことを検討して対応している

という状況であります。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  そういう、子ども達に対して接していくというのは最

初から申しているとおり、そういう関係機関だったり地域の人、それから保護者の知

り合いの方とかも全体で向き合っていく、しかも、最初に言ったように頭の中の変換

して対応していく、そういうふうにして学校自体もちょっとずつ変わっていっていた

だきたいし、親の考えも変えていかなきゃいけないと思っています。 

 そういうのもいろいろ含め、まだこれから今からいろいろと勉強していこうと思う

んですけれど、今回のこの不登校児童生徒のことに関して、町長のほうから何か意見

があればぜひお聞かせいただきたいです。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  今日は田中議員のほうからいろいろな御指摘もいただいてき

ているという中で、まさにお聞きをしておりました教育長とのやり取りを本当に教育

論、まさにそのものだというふうにも思っているところであります。 

 そうした中、昨日も大江議員の御質問にもお答えをさせていただきましたけれども、

町長としてはやはり教育委員会の政治的中立性というのを尊重した上で、やはりまず

は教育委員会での議論ということを大切にしていかなければならないという思いであ

ります。 

 ですから、今日もいただいた御指摘を、また教育委員会が持ち帰って教育委員の皆

様やあるいは学校現場の校長先生方といろいろ協議をしながら、また町の教育の方針
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を決めていかれるんだろうというふうに思ってもおりますし、そうした中でいずれは

私自身も、例えば総合教育会議の場でそうした教育委員会の方針等で私自身の考えも

出させていただきながら意見調整をし、そして方針を共有していくという場もあるか

と思っております。 

 そういう状況も踏まえて、今日どこまで私自身の意見というか、考えをこの場でお

話ができるのかなというのを少し戸惑いながら、今も立っているというような状況で

ございますけれども、そうした中で今日の段階で私なりにお話できるかなと思ってい

るところは、やはりこの不登校の問題は問題ではないんだということ、対応をいかに

していくかということと、それからそういう学校に子どもさん達が増えたことが改善

と捉えるのではなくて、また別の捉え方をしていく必要があるというようなお話であ

りまして、そうしたところは我々もまずそこの前提は認識していく必要があるのかな

と思っております。 

 そこは意見が少し違うかもしれませんが、やはりまずは学校に行くということが大

原則、そこは失わない中で、やはりでも行けなくなってしまっている子どもさん達と

いう方々に、そこのまた今度はいかに選択肢、まさに居場所の選択肢でありますけれ

ども、そういうものを選択肢として広げてあげられるか、そこに何ができるかという

ことは大切なお考えではないか、考えでもあるというふうにも思っております。 

 そうした中で、この町長部局としてもやれることがあるかと思っております。 

 それは要保護児童対策、ちょっと正式名称忘れましたが、要保護児童について、い

ろいろ関係者で協議をするそういう場があるわけでございます。これは健康福祉課が

中心になって町長部局の下で進めているものでありまして、それはやはり不登校にな

っている原因には一つは家庭もあるわけでありますから、その家庭環境を通して、や

はりどういう不登校時に働きかけをしていくのかというアプローチが我々の責任にも

あるというふうにも思っておりますので、それがまさに先ほど教育委員会が話しまし

た学校と教育委員会に加え、関係機関との連携ということにつながってくるものだろ

うと思っております。 

 そういう観点から町長部局のほうも、いわゆる社会福祉に関わる専門職を増やして

きておりますし、また教育委員会のほうも公認心理師というような専門職も、今町の
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職員が本当に厳しい中で、しかしそういう専門職は非常に大事だということでこの数

年にわたって体制の強化も図ってきたというようなところでございます。 

 あとは今日不登校特例校の設置というような御提案もいただいておりまして、これ

も今後私自身も勉強を深めていきたいというふうにも今日の御質問を受けた上で改め

て感じているところでございます。 

 私自身は、今は各小中学校があって、どこも同じような授業をする教室の環境なん

ですね、今はやはり先進的に教育が進んでいるところはもう少し教室のつくり方から

普通はスクール形式、まさに先生に向かって子ども達は座って先生方は前から教える、

全て今現状はそれだけじゃないかもしれませんが、しかし、進んだ教育の場というの

はもっと向き合い型、対話型、子ども達自身も対話をして向き合っていくとかそうい

う教室の場づくりというのが進んでもいると思っておりまして、それが昨日も大江議

員の御質問にお答えしましたように、先日教育ＤＸ展に行ったときに、それはＤＸだ

けがテーマではなくて、どういう学校の授業を受ける環境づくりをもっと進化させて

いくのかというそういう提案もたくさんあったというところでありまして、そういう

部分を見て帰ったときに、津和野町の教室というものも全てが小中学校が同じになっ

ていなくてもいいじゃないか、だからやはり一つくらい特色のある教室があって、そ

こに今度は全体の子ども達も少ないわけですから、月に何回かとか１回でもいいから

そういうところにまた集まって今までとは違う環境の学校教育を受ける場、というの

があってもいいんじゃないかなというのを、私自身はそういうＤＸ展に行って帰って

きた感想でもあるというところであります。 

 ですので、今日はその感想さえもここで話したことが今いいのかどうかというのは

ちょっとどうだろうと自信がない中、今お話をしているところでありますが、ただそ

ういうところはＤＸ展も教育委員会の職員も連れて行っておりますから、そういう中

でまずは教育委員会の議論があって、そしていろいろな津和野町の教育が特色のある

ものになっていくようなそういうものをまた考えていただくという中で、私自身もそ

こにうまくバックアップという形で関わりながらやっていければいいなと思っていま

すし、今日本当に我々がまだまだ気づいていないことをいろいろ御提案もいただいて

いるわけでありますから、そういうことも更に教育委員会とともに深めながらまさに
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０歳児からのひとづくり教育、魅力化を進化させていきたい、そのように思っており

ます。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  そうですね、学校というのは本当、時代とともに変わ

っていかなきゃいけない。一番まだ変わっていない部分が残っているところでもあり

ます。 

 今、町長がおっしゃられたように、もうちょっと教室の形が変わっていくとか、そ

ういった具体的ではないけどやはり夢を語れるのが教育であると思うので、私達の頭

の中を、私は皆さんと同世代だと思っているので、この同世代の頭の中を一回切り替

えてちょっと子ども達目線に立って考えていかなきゃいけないと思っています。 

 以前、私が質問したときにＧＩＧＡスクール構想、ＩＣＴ教育に関して質問しまし

た。私は、正直今でも実はＧＩＧＡスクール構想には反対ですし、ああいうデジタル

をちょっと疑問を感じてはいるんですけど、やはりそれは自分の頭の中、自分が暮ら

してきた生まれて生活してきた中で、判断した結果であって、今、世の中はそれが当

たり前だとなっている、そこがすごい、今、自分の中でも矛盾があります。やっぱり

こういった矛盾というのをみんなで解決していかないと、一番困るのは子ども達、不

登校になっていく子ども達なので、やはりこれはぜひ教育長にお願いしたいんですけ

ど、いろいろまた教育委員会の皆さんとか校長先生方とお話しするときに、とにかく

やはり、まず子ども達がどう思っているか、自分達の頭を切り替えていくということ

をやっぱりみんなで一緒に勉強していっていただきたい。私達保護者も勉強していき

たいと思っていますので、よろしくお願いします。 

 それでは２つ目の質問に移ります。 

 先日の新聞報道で、当町は２０１４年に続き消滅可能性自治体と発表されました。

選定基準に対してはやや違和感がありますが、これを払拭するにはやはり早急な定住

対策が重要になってくると思います。 

 そこで質問いたします。 

 １つ目、消滅可能性自治体の発表を受けて、所見を伺います。 

 ２つ目、定住対策として定住支援員、つわの暮らし相談員、「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔ
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ｓｕｗａｎｏ～」が現在どのような面で協力して連携しているのか。 

 ３番目、町としては移住前から定住後にかけて、フォローアップ体制を敷いている

と思われますが、具体的にはどのようにフォローアップをしているでしょうか。 

 ４番目、津和野高校は教育移住として県外生を呼び込んでいます。県外生の津和野

定住には取り組んでいるのか。 

 ５番目です。定住対策においてのワーキンググループが必要であると思いますが、

町としての所見を伺います。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、消滅可能性自治体を受けての定住対策についてお

答えをさせていただきます。 

 人口戦略会議が本年４月に発表した地方自治体の持続可能性につきまして、消滅可

能性自治体に分類されたのは、島根県内においては１９市町村のうち、本町含む４市

町でした。 

 同時に１０年前の発表で消滅可能性都市とされた県内自治体のうち、１２市町がそ

れを脱却しました。これまで定住・少子化対策に懸命に取り組んでまいりましたが、

こうした結果が出たことは非常に残念であります。 

 一方で、全国１,７２９自治体のうち、７４４自治体が消滅可能性自治体に分類さ

れ、約４３％の自治体が該当しております。多くの有識者が指摘されておられるよう

に、国全体で人口が減少傾向にある中で、約半数の自治体が将来的に消滅の危機にあ

るということになれば、国としての直接的な対策が必要との意見に賛同する気持ちを

持ったところでもあります。 

 また、消滅可能性自治体の定義が２０歳から３９歳までの女性人口の減少率に着目

したものとなっております。人口減少というと、どうしても出生数・出生率に関心が

向きがちですが、あまりそこに着目し過ぎると、特に女性には数値の捉え方に疑問を

持たれる場合もあるのではないかと感じております。 

 消滅可能性自治体に該当した事実は、真摯に受け止めなければならないと思ってお

りますが、１０年前との比較によれば、若年女性の人口減少率は改善されていること

も発表されておりますので、過度に悲観的にならず、引き続き人口減少対策に全力で
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取り組みたいと考えております。 

 次に、定住支援員、つわの暮らし相談員及び任意団体「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗ

ａｎｏ～」の３者につきましては、現在のところ具体的な連携は取れておりません。 

 定住支援員は、ＵＩターン者の先輩として、経験に基づいた相談に対応する役割を、

つわの暮らし相談員は、行政として移住希望者や移住者に対し、総合的な情報提供と

相談の窓口となる役割を担っております。 

 また、「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」は、以前は、津和野町女性会議とし

て、町へいろいろな施策を提言する立場でありました。その後、女性会議のメンバー

の皆さんから、行政では手の届かない、きめ細やかなサポートを実践したいとの申出

をいただき、自ら任意団体として設立されたものであります。コロナ禍以前は、定住

支援員とつわの暮らし相談員は、移住定住イベントへ共に参加していた時期がありま

した。 

 また、「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」へ委託している津和野町定住促進業

務の事業として、昨年度５年ぶりにＵＩターン者の集いを開催し、集いに参加した定

住支援員とつながりを持つに至りました。今後は、相互に補完し合いながら、定住対

策への取組を進めてまいります。 

 ３つ目の御質問でありますが、移住前から定住後のフォローアップ体制は、十分と

は言えないとの認識であります。町へ相談のあった移住希望者に対しては、移住に至

るまで、つわの暮らし相談員が様々な相談に乗り、関係先へおつなぎいたします。 

 移住後は、つわの暮らし相談員や定住支援員が相談に乗ることができます。また、

ＵＩターン者の集いを開催し、移住者同士のつながりをつくる場を設けております。 

 昨年度、「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」がＵＩターン者の集いを運営した

ことにより、住民である「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」のメンバーと新規移

住者の方々がつながりを持つことができました。 

 「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」におかれましては、移住者の方の小さな困

り事に寄り添う事業を展開するため、スマートフォンのアプリケーションであるＬＩ

ＮＥを活用し、地域一体となったまちづくりの一助にしようと、制服や学用品などの

子ども用品の譲渡会や、町内の習い事を紹介する機会をつくるといった取組も進めて



- 149 - 

いただいております。 

 本町で、これまで暮らして来られた住民と、新たに移住して来られた住民とが、津

和野町内での生活について語り合う場を持つことは、非常に有益な取組であると認識

しておりますので、今後の事業拡大に期待をしております。 

 ４つ目の御質問でありますが、津和野高校では、島根県と連携しながら、県外生の

受入れを進めてきたところであります。県外生は、生まれ育った環境とは異なる地域

で生活することで、多くの刺激を受けて卒業していきます。高校生活においては、地

域の大人の協力を得て行われる対話型の学習が、地域社会を身近に感じる時間になっ

ております。このことが、県外で生まれ育った生徒であっても、津和野町への郷土愛

の醸成につながっているものと考えております。 

 近年、大学を休学して、津和野町内でインターンシップをする学生が一定数存在す

ることからも、津和野町で生活したいと思う卒業生が増えていることを実感している

ところであります。 

 本町においては、こういった若い世代の思いを定住人口や関係人口につなげるため、

卒業生を対象に、町内のイベントや教育事業の情報発信を行っております。また、教

育イベント後に、卒業生が集まって交流するイベントの開催や、津和野高校の総合的

な探求の時間において、生徒の発表の審査役に卒業した大学生を招聘するなど、津和

野町へ回帰する機会創出を多面的に実施しております。 

 これらの取組は、卒業生同士が交流することで、ふるさとへの思いが強くなること

はもとより、卒業生が高校生に関わる機会となり、回帰する意思の継続性も得られる

と考えているところであります。 

 本町といたしましては、津和野高校や地域の人と協働した人づくりによるまちづく

りを展開することによって、津和野町を離れてからも郷土愛を持ち続け、本町に帰っ

てきたいと思う若者を増やしてまいりたいと考えております。 

 ５つ目の御質問でありますが、コロナ禍において様々な活動が制限され、定住支援

員やつわの暮らし相談員の活動も縮小せざるを得ない状況が続いておりましたが、コ

ロナ禍以前を取り戻しつつある中、今年度は、移住・定住対策の強化に向けて、定住

相談員と協議を行っているところであります。 
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 現在のところ、ワーキンググループという形での議論を行う予定とはしておりませ

んが、つわの暮らし相談員や「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」とも連携を深め

るとともに、定住相談員の認知度の向上に向けて活動の幅を広げ、移住者も元々の住

民のそれぞれが暮らしやすいまちづくりとなるよう、更に取組を進めてまいります。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  ちょっと時間がないので、駆け足で質問するようにな

りますけれど、２つ目の質問で、定住支援員、つわの暮らし相談員、「Ｌａｄｙ ｇ

ｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」とそれぞれの役割を御説明していただいております。 

 こういうふうに分かりやすく説明していただくことはいいなと思うんですけど、こ

れを実際にどこまで移住者とかが知っているかというと、意外と知らなくて、やはり

いろいろな方に話していると存在を知らないとか、この人の仕事がどんなことなのか

というのを知らないと言うんですよね。 

 だからそれが今後の課題だと思うんですけれども、これをそれぞれの役割がこうい

うことなんだよと、こういうところで対応できるんだよというふうに周知するには何

かいい方法とかあるでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  周知の方法ですが、今、定住向けのパンフ

レットを今、改定中でございます。コロナ禍が明けてきましたので、早速今月から首

都圏とか、それから大阪、関西圏でＵＩターンフェア等が開催される予定です。そう

したところに向けたパンフレット等の中身を改定しながら、議員おっしゃるような定

住支援、それからつわの暮らし相談員、「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」の役

割等は周知していきたいと考えています。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  私も古参の移住者の一人として感じているのが、津和

野は恐らく移住の推進に関しては、本当、トップランナーだと思うんですよ。 

 やはり取組というのが先進的で、いろいろ何年もやっている実績もあります。ただ

その一方でちょっと弱いなと思うのが、いつも言っているんですけど、やはり移住し

た後の定住に向けての、移住から定住の間のときが一番ちょっと弱いなと。 
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 これは全国的な問題、いろいろ課題はあるとは思うんですけど、先ほどの質問も実

はそこのところが大事であって、やはりそういう生活し始めた、それから一旦住んで

いるけど、これからちゃんと家とか畑を準備しようというときに、相談する相手とい

うのがなかなか見つからずに困っているとか、そういう課題があると思うんですよ。

それもなかなか難しいところではあるんですけど、それに対して何かいい対策はある

でしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  おっしゃるように、移住から定住にきちん

とつながるところが問題だというのは、実は我々も同じような認識を持っております。 

 議員おっしゃるように、例えば農業でいうと、今から就農していく、家、それから

畑、田んぼ、いろいろな農地を含めた総合的な問題になってくるだろうと思っていま

す。 

 定住支援員の方が今２名、委嘱しておりますが、その方々は先ほど町長の答弁にも

ありましたが、実際の移住者の経験者でもございます。そうした方々も、やっぱり地

域への関わり方に自分達の立場と、それから実際移住者の関わりをもっと強くすると、

その辺のフォローアップとかアドバイスができるというふうにおっしゃっていただい

ておりますので、議員おしゃるように、移住から定住につながるまでのところのフォ

ローアップ体制はしっかり取らなきゃいけないという認識は持っております。 

 なので、今、具体的なその方策については、改めて定住支援員の皆様方と、最近協

議を持ち始めているところでございますので、各々がいろいろ、町内で集まる機会を

持っていますが、そういうところへ出向いていって、いろいろなそういう移住から定

住につながるような機会を創出することが重要だと思っていますので、各課を連携し

て、そうした取組を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  定住支援員というのは、私も昔、かつてやったことが

あるんですけど、やはり大事なのは、次の質問にも関わってくるんですけど、やはり

移住・定住希望者と相談員だけの関係ではないんですよね。 

 やはりそこに住んでいく地域の問題だったり、農業の問題があるので、その地域と
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の関わりもすごい大事であって、要は定住支援員とか、つわの暮らし相談員というの

は糊の役目なので、あくまでその人達をまた次の人達を紹介していくという役割がす

ごい大事で、そういう意味では、多分、定住・移住希望者とつわの暮らし相談員、定

住支援員らをマッチングさせるとかくっつけるだけではなく、そういう専門の相談員

と地域とか、専門員といろんな方とをつなげるというのがすごい大事だと思います。 

 そこを、自分も今すぐに具体策は持っていないんですけど、そのつなげるような機

会を多くつくっていただいて進めていただくと、多分、定住支援員がプロになって、

ぱっと話を聞いたらすぐに、じゃあここに相談しようとか、ここに言えば大丈夫だよ

ってなるので、この人達はある意味、鍛えるという意味でもそういうことをやってい

ただきたいと思っています。 

 それと、３番目の質問ですけど、移住に至るまでつわの暮らし相談員が様々な相談

に乗り、関係先におつなぎいたしますって書いてありますが、実際つわの暮らし相談

員の方も、以前も僕もお話ししたことがあるんですけど、結構、今、空き家問題で大

変あるじゃないですか、津和野は。 

 だから空き家の問題だけでも結構手いっぱいで大変な状況で、実際にこの方々は相

談に乗るような余裕がないんじゃないかなって、自分は危惧しているんですけど、そ

こら辺はある程度できるでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  おっしゃるように、私も今現場で見ている

と、やっぱり空き家問題で手いっぱいな感は正直ございます。前も一般質問でお答え

しましたが、町内６００件の空き家がございますので、空き家を一つずつ丁寧に調査

して、空き家バンクに登録する作業が、思いのほか手間がかかっているのが実態でご

ざいます。 

 議員おっしゃるように、本来のつわの暮らし相談員としての役割等もやってはいる

んですが、なかなか十分に行き届いているかということを言われると、確かに心もと

ないなという気もしておりますので、この辺の体制強化はしっかり我々の課の中でも

共有して対処してまいりたいと考えています。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 
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○議員（９番 田中海太郎君）  大変だと思うんですけど、やっぱりこの空き家もやら

なきゃいけない、移住もやらなきゃいけないという大変なことだと思っています。 

 それで今度ちょっと４番目の質問に移りますけど、津和野高校の県外生の受入れの

ところで、これは最近実はある高校３年生とちょっとお話ししたときに出てきたんで

すけど、その子は一生懸命、津和野高校３年間、部活やったり勉強にいそしんできて、

あんまり実際津和野の町を堪能することがなかったと。それでこれで卒業しますと、

次、進学しますと、そしたら将来観光の仕事に就きたいと言ってたんですね。 

 それを聞いて、それじゃあ実は津和野は観光のトップランナーでもあるし、いろい

ろノウハウを持っているんだから、ひょっとしたら彼女をちょっと引っ張れるんじゃ

ないかなとか、そういう考えも持ったりして話してみたところ、例えば試験を通って

もちょっと暇になったら、観光のイベントに参加したりとかそういうふうにして、津

和野で勉強したらって言ったら、それはぜひやりたいですと目を輝かしていました。 

 多分なかなか津和野高校の一人ひとりの生徒の対応って難しいとは思うんですけど、

やはりできるだけつわの学びみらいもあることですので、そういう高校生３年間、高

校に集中してきた子を、例えば３年生になったときに進学が決まって余裕ができたと

きに、いろいろ津和野の魅力をそこでぱっと詰め込むようなことをして、例えば観光

を津和野で携わってたらひょっとして進学して、やっぱり津和野で観光の仕事をした

いって帰ってくるかもしれないなって、そのとき思ったんですよ。 

 だから、もう少し、多分今この説明の中では、いろいろ卒業生に対していろんなこ

とを仕掛けて、そういうのが着実に身を結びつつあるのかもしれませんけど、在校生

に対してももう少し注視していただいて、そういう子達を一人ずつ、一本釣りじゃな

いですけど、ちょっと津和野の魅力を伝えて、将来津和野に住むような方法をしてい

ただきたいと思っています。 

 そのことに関して何かあれば。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  津和野高校生が、いわゆる本町へ今の観光というところで

ございましたけれども、そういった津和野におりながらいろんな情報がこの３年間の

中で入ってきていないといいますか、知れていない環境があるというふうなところか
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らのお話だったというふうに思っております。 

 先ほど町長が答弁しておりますけれども、この中でも地域の大人の協力を得て行わ

れた対話型の学習とかですね、そういった地域を身近に感じる時間というものをつく

ってきているという状況でございます。 

 例えばその一つとして今、数年前から取り組んできておりますけれども、トークフ

ォークダンスということで、これは体育館に子ども達が一堂に会しまして、地域の大

人の方に来ていただいて、円座になって子ども達が時間が来たら大人のほうに変わっ

ていくというふうな進め方をしているんですが、そういったところで地域の方々との

対話を経験していただくとかですね、そういった場を設けております。 

 また、いろいろと公民館との連携等というところもですね、今、つわの学びみらい

のコーディネーターのほうが中心に接点になってですね、高校生がそういった地域に

入っていって、公民館を中心に入っていって、そういった場をつくっていこうという

ふうな取組も計画をされているということでございますので、そういった場づくりを

していきながらですね、そういった津和野町に興味が湧くようなところをつくってい

きたいなというふうに思っています。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  そうですね、実はまさに今、教育長がおっしゃった公

民館というのが僕はキーポイントだと思っていて、やはりあの、津和野高校生がいろ

んな、今、地域の大人と交流していくということをやってはいるんですけど、やっぱ

りそこでちょっと課題が何かといったら、ちょっとあのやっぱり地域の大人というの

は限定されているなという感じがしています。 

 だから今、教育長がおっしゃったまさに公民館まで、各公民館に出向いていって、

高校生がいろいろ活動していく、そうするともうちょっとその周辺、やはり津和野町

なかの地域の方は津和野高校をある程度認識しているんですけど、意外と周りの地区

の方々は何やってるんだろうという感覚しかないんで、まさに各公民館に行って活動

することは大事だと思っています。それはぜひ進めていただきたいと思っています。 

 それとですね、最後にまとめてなんですけど、定住を進めるに当たって、やはり定

住支援員、つわの暮らし相談員、「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」あるんです
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けど、やはりこれも実は公民館というのはすごい重要だと思っていまして、先日ちょ

っと青原の公民館でお話ししたところ、青原には空き家があると。それで、ただなか

なか住むような状況ではないが、青原という地域は益田に近いから、やっぱりいろん

な方が住む可能性があると。だから公民館としては自分達はそういう、ベッドダウン

的な感じでしょうけど、そういう方々を狙ってこれから人を集めたいなと言ってまし

た。 

 一方で多分、左鐙もそうですけど、木部なんかは逆に田舎暮らしとか自給自足をし

たいような、都会から田舎に行きたい人が多分行きたがるような地域だと思うんです

よ。 

 だからこれは一つの町の施策として定住支援策というのはあるかもしれませんけど、

また各公民館ごとで施策って変わってくるので、その対応が。 

 だから、やはり公民館とは連携はすごい重要かなと。公民館も日頃の業務が大変だ

とは思うんですけど、その中でまちづくり委員会とかいろんな組織があるわけですし、

そういうところが、これはまちづくり委員会の皆さんにも言おうと思うんですけど、

積極的にもっと定住に向けて動き出すと、それを行政がバックアップするっていうの

が大事だと思ってます。そういうことをいろいろ思ってますんで、ぜひ定住問題は解

決していって、それこそ、次こそは消滅可能性自治体から抜け出してほしいと思って

ます。 

 それに関して何かありましたら最後に。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  議員おっしゃるようにですね、消滅可能性

自治体からの脱却は我々の大きなテーマでございます。 

 定住対策担当課としましたら、今回の結果も非常に重く受け止めておりますし、大

変残念な結果でありますが、今議員おっしゃるように公民館との連携だとか、まちづ

くり委員会も公民館と同じサイズでございますので、そうした現場の意見を吸い上げ

てですね、いろいろな施策に反映させていきたいと思ってます。 

 先般もまちづくり委員会の各１２のまちづくり委員会全てのヒアリングが終了しま

した。今、意見集約をしておりまして、それを今月２６日にある未来づくり協働会議
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に提案する予定でございます。そうした中でもしっかり議論を深めて、こうした消滅

可能性自治体からの脱却を図ってまいりたいというふうに考えています。 

○議長（草田 吉丸君）  田中議員。 

○議員（９番 田中海太郎君）  時間が来ましたので、以上で終わりたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、９番、田中海太郎議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１０時１０分まで休憩とします。 

午前10時01分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時10分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序７、１０番、寺戸昌子議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  議席番号１０番、寺戸昌子です。日本共産党所属で

す。 

 通告に従いまして、人口減少対策について１項目質問させていただきます。 

 民間の有識者会議が４月に消滅可能性自治体のリストを公表しました。２０歳から

３９歳の女性の人口が２０５０年までに半数以下に減る自治体を最終的に消滅する可

能性が高いとし、全体の４割、７４４市町村がこれに当たると推計したものです。 

 これには人口減少に様々な背景がある中、なぜ若い女性の減少が自治体消滅の指標

になるのかとの批判が出ています。子どもを産むのが女性の役割と言われているよう

で、かつての大臣の女性は産む機械発言への怒りがよみがえります。 

 地方自治の専門家からは自治体に責任を転嫁せず、政府が何をするかが鍵だという

指摘もあります。子どもを産むか産まないかを決める自由を保障して、希望する人が

安心して子育てできるようにすることが国の責任です。人間は人口増の手段ではあり

ません。 

 何より大切にしたいのは、生まれてきた子ども達が自分は大切にされていると思え

る社会であること。どんな生き方を選択しても自分らしく生きられる社会にすること

です。 
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 しかし、消滅可能性自治体の発表を知り、津和野町は消滅するのか、将来へ希望が

持てないなど、不安を感じた町民は少なくありません。この不安を払拭し希望を持っ

て町民生活を送れるよう津和野町の人口減少対策について質問をさせていただきます。 

 １、消滅可能性自治体の発表をどのように町長は受け止めておられるのでしょうか。 

 ２、人口減少の状況は町の計画の想定内でしょうか。 

 ３、津和野町の人口の流出と転入の動きを示す社会動態の推移はどうなっているで

しょうか。 

 ４、人口減少対策では転入者に視点が偏りがちです。しかし、今、住み、暮らす住

民の一人ひとりが幸せか、住みやすいかが重要です。この町に住み続けたいのはなぜ

か把握はできておられるでしょうか。 

 ５、子育て安心のまちづくりは進んでいるでしょうか。 

 ６、ＵＩターン者が転入して感じていること、悩み事の調査をしているでしょうか。 

 ７、「Ｌａｄｙ ｇｏ ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」は住民の立場から若い女性のサポー

トや情報発信を行っていますが、どのような活動を行っておられるのでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、１０番、寺戸議員の御質問にお答えさせていただ

きます。 

 人口減少対策についてでございます。人口戦略会議が本年４月に発表した地方自治

体の持続可能性につきまして、消滅可能性自治体に分類されたのは島根県内において

は、１９市町村のうち本町を含む４市町でした。同時に１０年前の発表で消滅可能性

都市とされた県内自治体のうち１２市町がそれを脱却しました。これまで定住少子化

対策に懸命に取り組んでまいりましたが、こうした結果が出たことは非常に残念であ

ります。 

 一方で、全国１,７２９自治体のうち７４４自治体が消滅可能性自治体に分類され、

約４３％の自治体が該当しております。多くの有識者が指摘されておられるように、

国全体で人口が減少傾向にある中で、約半数の自治体が将来的に消滅の危機にあると

いうことになれば、国としての直接的な対策が必要との意見に賛同する気持ちを持っ

たところでもあります。 
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 また、議員御指摘のとおり、消滅可能性自治体の定義が２０歳から３９歳までの女

性人口の減少率に着目したものとなっております。人口減少というとどうしても出生

数・出生率に関心が向きがちですが、あまりそこに着目し過ぎると、特に女性には数

値の捉え方に疑問を持たれる場合もあるのではないかと感じております。 

 消滅可能性自治体に該当した事実は真摯に受け止めなければならないと思っており

ますが、１０年前との比較によれば、若年女性の人口減少率は改善されていることも

発表されておりますので、過度に悲観的にならず、引き続き人口減少対策に全力で取

り組みたいと考えております。 

 次の御質問でありますが、令和２年３月に策定した津和野町人口ビジョン（改訂

版）の将来展望では、目標人口として２０２５年は６,２１６人、２０５０年は

４,７５４人を想定しております。 

 今回、人口戦略会議から示された人口推計は２０２５年で６,１０１人、２０５０年

で３,２１７人ですので、いずれもこちらが想定している減少幅を超えた人口が示さ

れたことになります。 

 特に、２０５０年段階では目標人口と予想値において１,５００人以上の開きが出

ている状況にございます。 

 ３つ目の御質問でありますが、社会動態の推移につきましては、島根県推計人口に

よると直近５年間では、令和元年度マイナス６０人、令和２年度マイナス４７人、令

和３年度プラス１人、令和４年度マイナス５３人、令和５年度マイナス７８人となっ

ており、増加した年度も見られるなど、年度により幅はございますが、減少傾向で推

移しております。 

 ４つ目の御質問でありますが、令和２年に第２期まち・ひと・しごと創生津和野町

総合戦略を策定する際に、町民のまちづくりへの考え方や、意見を把握するための住

民意識調査を取りまとめております。 

 １８歳以上の１,０００人を無作為に抽出してアンケート調査を実施し、回収率は

３３.７％でありました。この調査において、お聞かせいただいた意見などを基に第

２期津和野町総合戦略を策定したところであります。 

 また、策定後も目標に対する達成状況について、外部審議会において御審議いただ
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き、審議会の意見を参考にすることで、住民の方々の考えを施策に反映するよう努め

ております。 

 そのほかにも町政座談会や様々な団体の会合に、お声がけいただくことがあります

ので、その席において住民の皆様方と直接意見交換させていただく中で、地域の課題

や現状を把握するよう心がけております。 

 ５つ目の御質問でありますが、令和６年度においては、既存事業の見直しや新規事

業により、より充実した子育て支援策を実施いたします。 

 具体的には、出生の際のお祝い品贈呈、保育所へのおむつ配布、産科初診に係る選

定療養費の助成、おたふく風邪ワクチン予防接種の費用助成、そして相談しやすい関

係性をつくるために、未就園児のいる家庭が転入した際や３歳児健診前の家庭訪問を

実施いたします。また、子育て支援、障がい児支援策をまとめたガイドブックを妊娠

届の提出時や家庭訪問の際に配布することとしております。 

 費用面の支援と相談環境の整備により子育てに関する不安を払拭し、安心できる子

育て環境の構築を目指してまいります。 

 ４つ目の御質問でありますが、令和４年度より任意団体「Ｌａｄｙ ｇｏ ～Ｔｓ

ｕｗａｎｏ～」へ町の定住促進業務を委託しております。「Ｌａｄｙ ｇｏ ～Ｔｓ

ｕｗａｎｏ～」は女性の視点で津和野町の暮らしの現状を把握、整理し、課題解決に

つながる事業の実施を目指す団体であります。 

 委託業務において、移住・定住者から現状について聞き取りを行っており、暮らし

の情報が届きにくいという課題が見つかりました。暮らしの情報には子どもの予防接

種や保育園入園手続等の公的なものから、趣味の習い事のような個人的なものまで

様々なものがあります。 

 公的な情報は町のホームページや広報つわの等で、比較的容易に入手できますが、

習い事のような情報は口コミに頼らざるを得ず、縁故の少ない移住・定住者の方には

入手しづらい情報となっているのではないかと推察しているところでございす。 

 ７つ目の御質問でありますが、現在、「Ｌａｄｙ ｇｏ ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」は

ポータルサイトにて情報発信のほか、対面での移住・定住者の生活の課題把握、公式

ＬＩＮＥを通じたウェブアンケートの実施等を行っております。ウェブアンケートで
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は町内のリユースを実現しよう、習い事情報をシェアしよう、という２つのアンケー

ト調査を行い、今後の譲渡会開催や習い事情報のポータルサイトへの掲載に向けて企

画を進めていただいているところであります。 

 また、昨年度は市町村振興協会の助成金を活用し、子育て世帯の移住で成果を上げ

ている大田市大森地区の視察を行いました。 

 並行して、津和野町の子育てや教育環境の魅力等の情報を収集し発信する基盤の整

備を進めており、効果的な運用の仕組みを検討しているところでございます。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  町長は今のお答えで国としての直接的な対策が必要

との意見に賛同する気持ちを持ったとおっしゃられました。私も国の対策は的を射て

ないと考えております。 

 少子化傾向の克服には長時間労働や低賃金での労働をなくして、人間としてのまと

もな労働と生活環境を整備する。あらゆる分野で女性差別をなくしてジェンダー平等

社会に変える。それから生活の不安、将来不安を解消する。地域社会の安定を実現す

るなど、日本社会の様々な分野での歪みを正して真に持続可能な経済社会にしていく

ことが必要だと考えております。 

 国が教育や社会保障を切り捨てて市区町村に責任を押しつけてきた結果、財政力の

強い都市、東京などに人口が集まり、地方が衰退してきました。国がジェンダー平等

と子ども政策をど真ん中に置くなら、消滅する自治体のリストのほうが消滅するはず

です。国がどのような政策を打っていくかで地方も大きな影響を受けてきました。 

 そこで質問なんですが、国がどのような政策を打つべきと町長はお考えでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  全体的に言われていることは東京一極集中の是正とともに国

全体としての出生率の向上ということになると思っています。 

 そこに国としていろいろな具体策を打ち出しておられるということでありまして、

ようやく国のほうが、このことに本腰を入れて具体的な施策を打ち出されてきている

というふうに思っております。 

 ただ、現行を見る限りは、実際やろうとされているようなことは、既にもう津和野
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町、島根県内の自治体とかそういうところがやってきた、そういう施策というものが

非常に多いなというのを感じているところであります。 

 それを一つ国の中で一律に子育て支援策等で進めていこうというその姿勢について

は、私自身否定をするものではないと思っておりますので、国全体としてがまさに子

育て支援、子どもさんを産みやすい環境、そういうものに取り組んでいこうという中

で、そこから今度は、やはり各全国の自治体の特色というものが生まれてくるんだろ

うというふうに思っているところであります。 

 どこまでこの場でお話をすればいいのかとは思いますけれども、今まではやはり各

自治体のいわゆる子育て支援のいわゆる人口減少を、どの自治体も苦しんでおられる

中で、サービス合戦という言葉も言い換えれるのではないかというふうに思っており

ます。 

 例えば高校生までの医療費の無料化であったり、それから給食費の無料化、それか

ら学童保育の無料化、それから保育料の完全無料化というようなところでありまして、

全国の自治体がそういうことをやっている中で、なかなか津和野町としては高校生の

医療費の無料化、それから保育料の完全無料化、そういうものは何とかやっておりま

すが、しかし、その他のことまではなかなか追いついていない。そういうような状況

でございます。 

 じゃあ、津和野町もそういうところに全て合わせてそのサービスをもっともっと同

列にしていけばいいじゃないかという議論にもなるわけでありますが、やはり津和野

町は津和野町なりの特色があって、それはいい意味で申し上げておりますが、常々申

し上げておりますけれども、やはり文化財があり豊富な文化財があり、そしてそれを

生かした観光という一つの町としての特色があるということであります。 

 だからそれはいいこととして、やはりそこにお金を使うということは大事だと思っ

ておりますけれども、なかなかやはりそのお金をどうしても回す必要がある中では、

子育て支援が他の自治体と比較して、そこに同等までのレベルまでに引き上げるほど

の、やはり財政的な限界も出てくるところであります。 

 だからそこが、やはり津和野町の町政の運営のメリットでもあり、また悩みや難し

さを感じるところでもあるというふうにも思っていますから、だから、そういう面で
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また国が全体としてその子育て支援策を一律に引き上げていくということは、津和野

町にとってはむしろありがたいことかなとも思っているわけであります。 

 じゃあ、そこで今度は津和野町としては、更に全国にはない特色なまちづくりとい

うことを何をしようかというのが、まさに教育の魅力化でございまして、０歳児から

の人づくりを、今、進めようとしているとそういうようなところでございます。 

 そういう中で、国に対して具体的にどういうようなことを期待しているかというよ

うなことは、今、私の段階ではございませんけれども、やはり国の動きと、それをし

っかりまた見ながら津和野町としての、まさに特色ある教育の魅力化という部分を含

めた定住対策というものをより推進をしていきたいというふうに考えているところで

あります。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  今、町長がおっしゃられたようにお金がある自治体

はサービス合戦で、どんどんどんどんやっていくことができますが、うちみたいな本

当にちっちゃな自治体は、お金をかけてサービス合戦に挑戦することは難しいと思い

ます。 

 その辺は本当に国がしっかりして国がやってくれないと、国に怒りをすごく持って

いるのですが、現状として今のこの現状があるからには、この津和野町で一体何をど

のようにしていけば津和野町に住む方々が増えていくか、今、住んでおられる方が安

心して、ここでずっと住んでいたいと死ぬまで思える町になるかというところを追求

していかないと、とてもはざまに入っていて大変な時代だなと感じます。 

 津和野町が目指している中で、目指している目標の中で、若い女性が住みたいまち

づくりという目標というか、大前提を打ち上げていただいているのですが、最初から

ちょっと私は違和感を持っておりまして、若い女性さえ住みゃええんかいという、も

う若くないので、そういうことを感じるのかもしれませんが、やはり子育てをする女

性だけでなく、そのパートナーである男性の方も住みやすい町になっていかなきゃい

けないなということを感じております。 

 女性人口増のためには、そういうパートナーになる男性の増も目指していっていた

だきたいと思います。そこのところの視点が少し欠けているような気がするのですが、
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その辺は誰にお聞きしたらいいのか分からないのですが、お答えをお願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  一つのやはりキャッチフレーズ的なところでつけた名称だと

いうふうにも考えてもいただければと思っておりますけれども、津和野町は前回の人

口消滅可能性都市のときにも、その自治体に含まれたという状況であります。そのと

きがまさに２０代、３０代の減少率、そこに一つの原因があったということでありま

すので、まずは、そこを重点的に解決する取組をしていこうところで柱を上げたとい

う中でありますから、決してそこだけにこだわっているものではないということであ

りまして、男性も含めたＵＩターンの全体としての促進、それからもう一つは高齢者

が転出をされるというケースが津和野町にも非常に顕著に見られるわけでありますか

ら、そういう形の中でこの全体としての定住対策を進めていくということには変わり

がないというところであります。 

 今回、人口消滅可能性都市が取り上げられましたが、今年の３月の定例議会でも町

長の施政方針でも示しましたように、この人口減少対策というのは本当に町の重要な

課題であるということでございます。その後、消滅可能性都市ということが発表にな

ったということでありますので、町としては、その数字は厳粛に受け止めております

が、単に２０代、３０代の女性という観点ではなくて、年齢、性別を問わず、全体と

しての人口減少対策は、これは本当に重要な喫緊の課題だということで、この３月の

施政方針にも示して、そして令和６年度は、様々な事業も、これまで全体庁議等も通

して検討してきたものを、打ち出しをしているといったところであります。 

 ですので、今回この消滅可能性都市というものを受けて、だからといって、じゃあ

今までの危機感に大きな変わりがないということではないわけでありまして、だから、

そして大きな、今何か大事業をしなければならないとか、この消滅可能性都市の発表

を受けてでありますが、そういうところまでは考えておりません。 

 やはり先ほど田中議員の御質問にもありましたように、今大切なことは、津和野町

もいろいろなそうは言いながら、子育て支援策とか雇用の対策とか、住環境の整備を

やってまいりました。それはそれで、すごく一つの財産が積み重なっているというふ

うに思っています。だからそれをいかに、まだまだ知っていただいていること、住民
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の方々、また対外的にも、だからそこの周知がですね、まだまだ十分に効果的でない

と、そこに今の結果の要因があるのではないかということと、それから田中議員も御

指摘をいただいたように、きめ細かいフォローアップですね。だから大きなものとい

うよりも、もっときめ細かいところに集中をして、今津和野町はやるべきではないか

というのが、今まで庁議の中で話し合ってきた一つの、全体としての結論であって、

それをこの令和６年度においては、進めようとしているというようなところでござい

ます。 

 まだまだ話したいことがいっぱいありますが、ひとまずこれで、長くなってはいけ

ませんので回答は終わらせていただきたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  パートナーの方も対象で、いろいろ策を練っていっ

ておられるということで安心をしました。ちょっとこの人口減少対策というのは、大

きな大きな問題なので、どこをどのようにつっついていいのかよく分からなくて、ち

ょっと町長に振り過ぎてしまいました。すみません。もっと聞きたいことがたくさん

あるので、先に進みます。 

 人口減少の状況は、町の計画範囲かという質問をさせてもらった中で、人口戦略会

議の人口推計が出ていましたが、２０２５年に６,１０１人というのが、人口戦略会

議から示された数字だということなんですが、これ来年のことなのですが、本当にこ

んな人数になるのでしょうか。予測として、これは正しい誤りと言ったらおかしいけ

ど、こういう予測、町はここまでになるとは思っておられないという気がするのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  この津和野町人口ビジョンによると、これ

は２０２０年の３月にまとめられたものです。これが当時の、ですから４年前の推計

になるわけですが、当時の人口減少率、それからいろいろな２０代、３０代の方々の

人口の減少率、男女共々ですけども、そういうことを考え合わせて、弾き出した数字

でございます。なので、この数字が正しいかどうかというのは、正直なかなか申し上

げにくいところでありますが、それよりは、先ほど町長の答弁の中にもありましたよ
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うに、２０２５年は６,２１６人ということでございます。目標人口はそこでござい

ますが、そこまでにはならないような形で、津和野町は推移しておるというようなこ

とで御認識いただきたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  この５月末の人口が６,４７５人ということで、ち

ょっと人口戦略会議さん、おかしいよと私は思います。 

 次の人口の流出と転入の動きを示す数字をお答えいただいたんですが、年によって

かなりばらつきがあるんですが、中にはプラス１になった年もあったりするんですが、

その要因とか、そのプラス１になった要因とか、あとどーんと減ったマイナス７８人

になったときとかは、要因は把握されているんでしょうか。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  正直申しまして、詳しい要因は分かってお

りません。ただ、プラス１に転じた令和３年でございますが、コロナ禍の真っ只中で

ございましたので、当時は転入件数があまりない年だったというところが、要因の一

つかなと思っています。ただ、そうは申しましても、この年、ほかの自治体はマイナ

スに転じているところも、結構県内ではございました。中で、津和野町は唯一プラス

に転じておったということで、当時、庁議のメンバーでも話したんですが、我々が今

やっている定住施策も一つ一つ着実に積み重ねることは重要だということで、情報を

共有したところです。 

 一方、減るほうもですね、直近の令和５年はマイナスの７８人という状況でござい

ます。これも正直なかなかきめ細かい分析ができているわけではございません。ただ、

コロナ禍といいますか、そうしたのが明けて、今から人口の減少に歯止めをかけてい

かなければならない、また新たなスタートを切る、始まったというふうな認識でござ

いますので、今後もですね、この定住対策、当然、ＵＩターンの方々の受入れ体制も

もちろんでございますが、今住んでいる、津和野町に住んでいる方々の満足度も上げ

て、転出抑制も併せて行いながら、人口のきちっとした人口減の歯止めには、効果的

な施策を打ってまいりたいというふうには考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 



- 166 - 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  なかなか個々の方の理由が違うので、把握しづらい

とは思いますが、コロナ禍でほかの自治体でマイナスになっている中で、プラス１を

津和野町ができたというのは、何か成果があったのかなと感じながらお答えを聞いて

いました。そういうところを伸ばしていっていただけたらと思います。 

 なぜ津和野町に住みたいかということの発信、住みたいかって皆さんが思っておら

れること、そういうことをしっかり発信していって、この津和野町に住んでいる方が

どういう気持ちでおられるのかというのを町外の方に発信するというのがすごく重要

になってくるのではないかと、町内に住んでもらうため、移住を促進するというのは、

人の取り合いをするというので、とても私は、何というか、がんがんやれという感覚

ではないのですが、津和野町に住んだらこんなに楽しくて安心して一生が過ごせるん

だというのを宣伝するのは絶対するべきだと思います。それを見て、津和野町に住み

たいなという人が増えてくれたらなと思うので、しっかりと発信をしていただきたい

なと思います。津和野町に住まれている方の気持ちをぎゅっとつかんで、なぜここに

住んでいるのか、Ｉターンで来られた方の気持ち、Ｕターンで帰って来られた方の気

持ち、そして今ずっと先祖代々津和野に住み続けている人の気持ちをしっかりつかん

で発信していただきたいと思います。先ほど町長が発信力がまだまだ弱いと言ってお

られたのをそれは共感します。 

 この町に私も住み続けたいと思っています。それはなぜかというと、人と人とのつ

ながりがすごいなと思います。それが嫌いな方にとってはいけないのかもしれないで

すけど、この地に引っ越してきて子育てをするときに、夫がすごく忙しくて、３人の

子どもを代わりばんこに裸になりながらお風呂に入れたりしてた時期に、近所のおば

あさま方がすごく応援してくださった。「寺戸さん大丈夫、泣き声がすごいけど、何

かあった」とか言って駆け込んできてくれたりする。それからやんちゃな子どもが遠

くでやんちゃをしてたら、「ちょっと寺戸さん、息子さん、あそこであれやっとった

よ」とか言って教えてくれて駆けていって子どもを連れ返すとか、そういう子育てを

しました。都会だとそんなことをしたら、近所のおばさん訴えられたりするかもしれ

ません。この地だからこそ、これができたのかなというのをすごく感じています。今

は夫と２人暮らしなんですが、朝起きると小鳥のさえずりが聞こえたり、川のせせら



- 167 - 

ぎが聞こえたり、心が殺伐としたときにぼうっと外を見ると、緑がたくさんあって、

風が吹いて緑がさわさわと揺れる音がしたり、そういうのがとてもうれしいです。そ

ういうこととか、それから安野光雅先生の絵を見るとほっとするし、この絵を孫にも

見せたいとか思って絵本を送ったりもするんですけど、そういうこともここの地に住

んでいたいなという条件というか、その中の一つになります。そういうものをしっか

り発信していただきたいと思います。 

 Ｉターンで来られた方にちょっと聞いたときに、一回、津和野町に住んだんだけど、

こんな田舎には住んでられないということで、津和野町を出られた。けど、子育てを

するならやっぱりここの町で、仲間がいる、相談できる仲間がいる、ここの津和野町

で子育てをしたいということで帰ってきたんです、ということを聞きました。なかな

か目に見えにくい部分なので、しっかり発信していかないと外の人には分からないと

思います。そういうのをしっかり発信していっていただきたいと思います。これは質

問じゃなくてお願いですね。 

 それから子育て安心のまちづくり進んでますかということで、いろいろな政策を出

していただきました。先ほど町長が言われたみたいに、本当こういうことは国がばん

ばんやっていただかないと困るんですよ。お金のない私達、この津和野町でやるには

とても大変なことで、財政を捻出するのは大変なことだと思います。給食費の無償化

もお願いしてますが、やっぱり苦しいということで、給食費は完全に無償化にはなっ

ていない津和野町はちょっと寂しいですが、やっぱり国がこういうこともしていかな

きゃいけないと思います。 

 その中で未就学児のいる家庭が転入した際や、３歳児健診前の家庭訪問を実施され

ているそうですが、本当の子育ての時期って、孤立をしてしまうお母さんは孤立をし

てしまうので、その様子をお伺いしたいなと思うんですが、分かればその様子を教え

ていただけたらと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  健康福祉課長。 

○健康福祉課長（土井 泰一君）  今、議員の質問されたことにつきまして、今年度か

ら始めた事業です。私どもの課としましても、先ほど町長が申し上げました、少子化

対策が各課でできることということで、いろんなことを協議しました。そういう中で、
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経済的支援というのは当然、若い人にとっても当然受け入れてもらえる、喜んでいた

だけることというのはあるんですが、最近の若い方、本当核家族であったり、移住、

Ｉターン、Ｕターンの方で、昔みたいな三世代同居という方はほとんどいません。そ

ういう中で、子育てというのは、今、本当に寺戸議員、自分の体験を言われちゃった

ですが、同じように今の若い方も、いろんなことで悩んでおられます。その悩んでい

ることが、どこへ向いて話ができたらいいのかというのが、本当に分からない方がた

くさんおられます。それは私どもがもうちょっと広報が足りていないという部分も、

反省をしているところではあるんですが、そういう中で、まず一つは、転入された方

が、まだ保育園にも通っていないということは、かなり地域の中では、つながりがな

い家庭ということにもなってきます。そういう家庭にお邪魔をさせてもらって、例え

ば現在のところの予防接種の状況の把握であるとか、こちらで例えば子どもさんがち

ょっと熱が出たときには、どういう方法で、今どういう医療機関がありますよとか、

数少ない中でそれをちゃんとお伝えしておくとか、授乳の方法であるとか、そういう

こととか、あとは子育てに何か悩んでいることがないかとか、今までの市町村、いた

市町村で困ったことはなかったかとか、そういう話を全般的に聞くということを今や

って、早いうちからうちにつながりを持つと。うちで子どもを出産された方について

は、妊婦さんのときからうちは訪問をしてつながっていますので、転入をした方とい

うのはそういう意味です。 

 それから、３歳児健診前の家庭訪問というのは、これは県内でもうちが今年初めて

やりまして、益田保健所からも、県のほうからも問合せが来ていると、結果を必ず後

で教えてほしいということを聞かれていることなんですが、３歳児健診、本町でも当

然やっております。３歳児健診のときに保健師が子どもさんの状況を聞いたり、いろ

いろしているわけなんですが、時間がないわけなんです。１人に対して１５分とか、

周りにたくさん人がおられますので、いろいろ聞こえたら嫌なこととかもあるかなと

思う中で、３歳児健診に今度対象になる家庭を事前に連絡をして、家に行ってゆっく

りお話をしませんかということをやったら、基本的には皆さん喜んで受け入れてもら

っています。１５分しか話せないところが１時間くらい、いろいろな相談を受けたり

して、私どもの課としても保健師やその他職員とつながっていくことができて、今後
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いろいろな相談がしやすくなるというようなこともできているというところでありま

す。これはまだ今年始めたばかりですが、今のところはいろいろな御意見の中では喜

んでいただいているということで、また１年間やって、いろいろな改善点があれば、

また来年は改善をしてどんどんつなげていきたいなと思っています。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  とてもいい取組だなと思います。子育て、家の中で

孤立してしまうことが多いので、相談する人が家に訪ねてきてくれて、お話を聞いて

くれるというのは本当に助かるなと思います。なかなか外に出て行って、積極的に自

分の悩みを話すというのは難しいと思うので、時間のかかることで大変だとは思いま

すが、しっかり続けていってもらいたいと思います。 

 それでちょっとお願いがありまして、高齢者の訪問介護は、津和野町はやっている

と思うんですけど、乳幼児の訪問看護というのはされているのでしょうか。ていうの

が、乳幼児の方が熱を出されたときに、連れてお医者さんにまずは行く、熱が出て、

心配で連れて行く、お医者さんに処方をしてもらって、薬を飲んで家に帰った。だけ

ど、家に帰ったけど、ちょっとまだ不安なことがあるというときに、訪問看護の方に

来ていただいて、相談ができるというものがあると、また出かけて行って受診をする

よりも、かなり負担が低くなるので、そういうものがあればいいなと思うんですが、

その辺はいかがなんでしょう。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  訪問看護ということでございますが、基本的に訪問

看護となりますと、医師からの処方に基づきまして、看護師等がお伺いするという形

になりますけれども、基本的には乳幼児の方についてそういった指示が出るというこ

とは、聞いたことがございませんので、ないものだとは思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  実は、益田市では今年から、今年度から始めたとい

う話を聞きました。高齢者ではなく、乳幼児の方に対する訪問看護、ですので、ちょ

っと益田市の話をお聞きになって、もしできるものなら津和野町でもやっていただけ

たらなと。看護師の方が少ないこの現状で、難しいかなとは思うんですが、検討を少
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ししていただけたらと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  医療対策課長。 

○医療対策課長（清水 浩志君）  基本的には、津和野共存病院、小児科がございませ

んので、総合診療医がっていう形になると思います。また、益田のほうの日赤等の小

児科からの指示ということになるかもしれませんけども、訪問看護ができるかどうか

といったところは、病院のほうに確認しないとできませんので、その辺については改

めて確認させていただきたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  よろしくお願いします。 

 次に、「Ｌａｄｙ ｇｏ」さん。「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」さんのこ

となんですけど、女性会議から発展して、すごく頑張っておられるなという印象は受

けるけど、なかなかまだ発信力がないなというのも感じています。外部の津和野より

外におられる方に「Ｌａｄｙ ｇｏ」という方、団体を立ち上げて女性頑張っている

んだよというのを言ったら、それ何みたいな感じで聞かれることが多いので、もっと

発信力を「Ｌａｄｙ ｇｏ」さんを強めていっていただけるようなサポートを行政が

していただきたいなと思っています。 

 津和野町の定住対策の一翼を担っていると津和野町のホームページに載ってました。

一翼を担っていただいているなら、もっと支援をして活発に活動ができるように行政

のバックアップが欲しいと思います。行政とは違う視点で女性目線でいろんな細かい

ことをされています。先ほどの町長の回答の中にもありましたが、発信する基盤にな

るホームページではなくて、ポータルサイトというのを立ち上げるのがなんたらかん

たら、すいません。こういうことにちょっと疎いので、ポータルサイトは一体どうい

うものなのかというのと、何を「Ｌａｄｙ ｇｏ」さんがされようとしているのかと

いうのをちょっとお聞かせいただいたら。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  「Ｌａｄｙ ｇｏ～Ｔｓｕｗａｎｏ～」さ

んの支援ということですけれども、ポータルサイトというのは、分かりやすい例で言

えば、Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮとか、大本になる、そこに行けばいろいろな情報がつ
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かめるというような感じの大本のページというふうにちょっとイメージしてもらえれ

ばと思うんですが、そういった形の基盤をつくろうとしているというところです。 

 議員おっしゃるように、確かに「Ｌａｄｙ ｇｏ」さんの発信力もちょっと弱いと

いうふうに我々も感じています。ただ一方で、ＬＩＮＥを使った会員登録は九十数名

に上っておるということのようです。町内ですけれども。そうした方々にいろいろな

情報も発信しておるという状況です。なので、今そういう情報発信のツールとしたら

ＳＮＳが主流になってきておりますので、ＬＩＮＥとかＳＮＳを通じた情報発信の仕

方に重きを置いておるので、なかなか公には見えにくいという側面もあるかもしれま

せん。 

 ただ一方で、行政支援のほうにつきましては、もともと「Ｌａｄｙ ｇｏ」さん、

津和野町女性会議というのがそもそもの発端になって、今こうした任意団体に設立さ

れておりますので、その女性会議のときから、いろいろな町の女性にフォーカスをし

た、いろいろな施策の提言もいただいてまいりましたし、自ら実践団体になりたいと

いうようなお申出をいただいた中で、今回こうした町との契約を行っているというよ

うな経過もございます。なので、今からはやはり、この定住の一翼を担っていただい

ておるという認識は双方合致しておりますので、町としてもしっかりバックアップを

しながら、「Ｌａｄｙ ｇｏ」さんが動きやすいような環境をつくっていって、お互

い町もいい、「Ｌａｄｙ ｇｏ」さんもいいような関係を構築してまいりたいという

ふうに考えております。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  民間の方が頑張られるのを後押ししていただくのが

行政の役割だと思うので、しっかり後押ししていただけたらと思います。 

 町の職員の方の定住のことについてなんですが、町の職員の方で町外に住まれてい

る方というのは、なぜ町外に住まれているのかというのを把握されているのかなとい

うのがお聞きしたいですね。町長は、強制はできないから町職員の方が自主的に津和

野町に住むように働きかけをされているというのですが、なぜ町外に住みたいのだろ

うかという、便利だからかな、とぐらいしか私は考えないので、その把握されている

ことを教えていただけたらと思います。 
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○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  町職員が町外に住んでいる方が正直いらっ

しゃいます。以前ですね、三、四年前ですかね、アンケートを行いました。アンケー

トというよりも各課長が町外に住んでいる職員、各課長が抱えていますので、たまた

まうちの課にはいませんけど、ヒアリングをしてもらって、なぜ津和野町以外に住ん

でいるんですか、どうやったら津和野町に住むことができますか、みたいなヒアリン

グ調査を行ったことがございます。その調査結果までは手元にございませんのであれ

ですが、そうした中でいろいろなデータ分析をしますと、家庭の事情ですとか、やは

り親の介護だとか、結婚して出たとかですね、そうした理由が多かったように記憶し

ております。なので、やはり議員おっしゃるように町職員はいろいろな危機管理の面

ですとか、それから地域行事への参画ですとか、いろいろな、津和野町の職員ですか

ら我々は、当然仕事は津和野町民の方々に軸足を置いて仕事をする以上ですね、地域

に密着してやるという責務があると思っていますので、当然町長以下、みんな我々も

なるべく津和野に住んでというような気持ちは当然持っております。ただ今からその

分析もしながらですね、どういった対策が適当なのかとか、ほかの自治体の例も当時

調べてみたりもしましたので、そうしたことを参考にしながらですね、今後の対策も

進めてまいりたいというふうに考えています。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  いろんな家庭の事情がおありなので、みんな住みな

さいというわけにはいかないけど、住める可能性のある方に関しては、ぜひ、対策を

練って町内に住んでいただけるように策を練っていただけたらと思います。 

 それからですね、災害時に住民の方の命が奪われるということも人口減少につなが

ると思いますので、ちょっと島根県が動いたのでそこのところを教えていただきたい

んですが、地震で家が潰れたときに、部分的な耐震を家にしていれば、そこのところ

だけは潰れずに済んで、そこにいた人は助かるという例が何例も出ています。そうい

うことで島根県が部分的な耐震改修に補助を出すと踏み切ったとニュースで聞いたん

ですが、その辺が把握されていればどのような内容なのか教えていただければ。 

○議長（草田 吉丸君）  分かりますか。建設課長。 
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○建設課長（安村 義夫君）  今議員がおっしゃった内容でございますが、まだ県から

直接情報が来ておりませんので、当課のほうでは把握しておりません。ただ、今既存

の事業といたしましては、町では先日も議員のお話が御質問された木造住宅の耐震化

等の促進事業がございます。これをベースに町民の皆様に御案内してどういったもの

だろうということが御質問がありましたらお答えして、ぜひこの事業を活用していた

だきたいということでアナウンスしているところでございます。 

 それと、県下で今一方で、実施しているメニューについて詳細は分からない部分が

ございますけど、島根長寿子育て安心住宅リフォーム助成事業というのがございまし

て、これは２つの事業があります。子育て配慮改修とバリアフリー改修というのがご

ざいます。それが１戸当たり上限が２５万円、助成対象工事費の４分の１というのが

ございますが、その中の助成対象額の加算という項目がございまして、耐震改修を行

う場合は３０万円を加算するというものがあるということを聞いております。 

 また、これにつきましては、事業主体がまた県のほうになろうかと思いますので、

住民の方、いろいろですね、うちの町のホームページのほうにも先ほど申し上げまし

た当課のほうで実施する部分、または、つわの暮らし推進課のほうで実施する部分、

いろいろございますが、また住宅に関する、お住まいに関するそういった悩み事とか、

どうか耐震とかどうしたらいいのだろうかということがございましたら、また、町ま

たは当課のほうに御相談いただけたらなと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  家屋が潰れて命がなくなるということが町内で起こ

らないようにしっかりとやっていただきたいのですが、家を直すというのは何百万と

かいうことになるので、部分的改修の部分、まだお知らせが来ていないそうですが、

県のほうが、たしかそういうことに補助をつけるという話になったと思うので、町と

しても、そういう情報を入手されたらしっかり発信していただけたらと思います。 

 行政と住民が一緒になって、人口減少と真摯に向き合って、希望を持って、住民一

人ひとりの暮らしを守るためにどのような町をつくっていくのか、津和野町をつくっ

ていくのかということを考えていくことがとても大事だと思います。行政の皆さんも
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頑張る、住民も頑張る、住民の思いを行政に伝える、行政は行政の思いを住民に伝え

るということで、この町をつくっていかなければ、行政の皆さんだけで一生懸命やっ

ても空回りしてしまうと思うので、住民を巻き込んで、それから住民は行政を巻き込

んで、この町を元気にしていくということがすごく大事なことだと私は考えておりま

す。 

 そのためにはやっぱり行政と住民のしっかりした話合い、理解のし合いが必要だと

思います。行政は住民が自分ごととして考えられるような提案や助言を行っていって

ほしいと思います。それがまちづくり委員会ではなかったのかなと私は感じておりま

す。それがまちづくり委員会であり、未来づくり協働会議であり、行政と住民が一体

となってこの町をつくっていくんだと思っていますが、ちょっと今、まちづくり委員

会のトーンが下がってきているというか、金銭的な財政的なことのまちづくり委員会

が縮小するのは町の財政で仕方ないのかもしれませんが、その中におられる人々のエ

ネルギーが下がってきていると思います。そのエネルギーを下げないように前々から

言っていますが、未来づくり協働会議に集まられた方々に、もっとその場で話をして

いただく、半日かけて１日かけて話をしていただく、そこの中に行政が助言者として

入っていく、ああじゃないか、こうじゃないか、こういう町もありますよという提案

をしていただく、そういう場所が未来づくり協働会議になっていってほしいと前から

言っております。 

 それから、まちづくり委員会の中で、もう本当にすばらしい取組というのはたくさ

ん生まれているのですが、他のまちづくり委員会は何しているのか分からないという、

例えば青原だったら、木部のほうのまちづくり委員会は何しているのかなという、ま

ちづくり委員会の中に入って役員をされている方は分かるのですが、役員をしていな

くて、住民としてまちづくり委員会に参加している方はなかなか把握しづらい、そう

いうところを克服していかなければ、この町を支えていく人口が減っていくのは確実

なので、減っていく人口でどうやってこの津和野町を支えていくかということを、も

う本当に住民も真摯に受け止めてやらなきゃいけないし、町長もすごく頑張らなきゃ

いけないと思いますが、行政側だけでやってもだめなので、町全体で意識を上げてい

くために、まちづくり委員会ではこういう取組をしていますよというのを、しっかり
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発信していただく方法を、これも前から言っていますが、全町民が関心を持てるよう

な発信の仕方をしていただきたいと思います。 

 流鏑馬とか、ああいうお祭りは本当に皆さん御存じです。うちの青原の町内、青原

の地域の方でも、「流鏑馬今年も頑張っているね、人がいっぱい来たんだよね」とか

いう話も、その季節になるとあります。そういうふうな感じで、皆さんがまちづくり

委員会、あそこはこういうの頑張っているんだね、うちもあれやったらどうなのとか

いうような、そういう方向に発信をしていただけたらと思います。 

 本当、今、津和野町が町民がしっかり足をつけて頑張っていく、それに行政が応え

ていく、行政がしっかり足をつけて頑張る、それに町民が応えていく、それを両方や

っていかないと、この津和野町をしっかり支えていくことはできないと思います。人

口が減るというのはどうしようもない、今から１０年ぐらいは絶対のことなので、

１０年どころじゃないか、とにかく減るのを覚悟で減ったらどうしようということを、

しっかりと行政と住民とで話し合いながらやっていかないといけないと私は考えてお

ります。 

 行政だけの責任でもなく住民だけの責任でもありません。住民に働きかけて、行政

の立場から働きかけて、住民を鼓舞していただくということも必要だと思います。す

ごく偉そうなことを言っておりますが、私はこういう議員という立場にならなければ

傍観者だったかもしれません。町の中身を知ることもなかったかもしれません。ただ

単に子育てをして、年を取ってという住民だったかもしれません。ここに立たせてい

ただいたからこそ考えることができました。私みたいな住民をもっともっとたくさん

つくっていただきたいと思います。私達も頑張りますが、行政の皆さんも頑張ってい

ただけたらと思います。もし町長何かありましたら。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  本当にいろいろ熱いエールというかメッセージを送っていた

だいてありがたいというふうに思っております。 

 それで、今日は２回先に立って、いろいろ回答をさせていただいて、ちょっとその

続きにもなるんですが、津和野町はこうして文化財が豊富で、観光もあって、そうい

う中で子育て支援策等の両立というかバランス、非常に難しい、それが一つの特色で



- 176 - 

もあるという話をさせていただいたかと思いますけれども、じゃあといってそれは、

手をこまねいて何もしないということではなくて、やはりその観光や文化財というも

のをうまく活用して、もっともっと定住対策につながっていく、そういう知恵を出し

ていかなきゃならないというふうに思っています。ですから０歳児からの人づくりを

取り組んでいる。これはやはり豊富な文化財、そうしたものに子どもの時代からもっ

ともっと慣れ親しんでいただく、それから偉大な人物等の教育財産、安野光雅先生も

先ほど挙げていただきましたけれども、そういうものを地域の方々と一緒に学ぶこと

で子ども達が大きくなって、そしてやがてはそれが今度石見神楽を守っていこうとか

鷺舞を守っていこう、流鏑馬を守っていこうという、その人づくりにもつながること

が将来的にＵＩターンにつながるんじゃないか、そういう期待も込めたものでもある

というところであります。ただ、これはやはり教育の魅力化って本当に時間がかかる

というのも事実だというふうにも思っています。 

 そしてもう一つは、やはり観光振興ももっともっと、そのいわゆる産業としてより

大きくなって、更に雇用がどんどん生まれていくようなものまでしていかなければ、

なかなかすぐ人口減少対策にはつながらないと思っています。 

 津和野町の観光というのは昭和５０年代が本当にピークで、まだまだそこから比べ

るとずっと右肩下がりでありまして、経済的にはやはり弱くなっている事実が、それ

がやはりちょっと人口減少率の高さにもつながっているのかなと、そのようにも思っ

ております。 

 ただ最近は、観光協会や、それから若い観光に従事する方々が町内で頑張っていた

だいて、今後の連休もまさに観光協会と同じ認識ですが、コロナ前以上ぐらいまでに

お客さんが戻ってきているというところであります。ですから、これをもっともっと

大きくしていく必要があるというふうに思います。ただやはりこれも時間がかかって

おりまして、そのスピードが人口減少の速さとまだついていっていない。そこは本当

に私の能力不足でもあるかと思っております。だからもっと観光振興もスピードアッ

プしていくような、やはり知恵を出していかなきゃならないなというような思いでも

ございます。 

 ですから、そうした教育の魅力化というようなことと観光振興はこれは一つの柱と
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して、それに時間が少しかかるかもしれないが、更に今、子育て支援対策で、できる

だけのきめ細かい一つ一つの事業は小さくても、より幅を持たせようというところに、

この令和６年度には新規事業も幾つか掲げさせていただいたというところでありまし

て、実際もうこの事業を使って、また津和野高校の関係の方がそれを何かやってみよ

うというような一つの事例も出始めているというところでもありますし、それから町

内のある中山間地域では、去年から今年で空き家に４件Ｉターンが今来てくださって

埋まっているというような実情もあります。本当にそういう意味では少しずつではあ

りますが、光明も見え始めているといったところであります。 

 そしてもう一つ、やはり改めて原点に戻るというように申しますか、Ｕターンを促

進をするということであります。このためには、やはり町民のお一人お一人が、その

自分達の子どもさん、お孫さん、それに帰って来い、帰ってください、そんなことを

投げかけていただくというのが、まずスタートラインではないかなというふうにも思

っておりまして、改めて、そういう町民の方が、そういう行動に出ていただくために

何をすべきかということも考えていく必要があるかと思います。そのためにも、やは

り大事なことは、例えば、今でもよく町民の方々からは、人口が減るのは町内に仕事

がないからなんだというふうにおっしゃるわけでありますが、実情はそうではなくて、

あらゆる業種で津和野町は人手不足、仕事はたくさんあるんですが、賃金格差あるか

もしれません。だから、やはりもっともっとそういうこともＰＲをしていけば、雇用

の問題というのはある意味解決できてるんじゃないかというふうにも思っております

から、そういうふうに町民の皆さんがもっともっと誤解を解いていくことも、きめ細

かいフォローアップという中で大事なことではないかなというふうにも思っておりま

す。 

 そういう過程の中で、ただ単にやはり町がＵターンを呼びかけてください、呼びか

けてください、それだけではやはり限界もあるかと思っています。そのために、先ほ

ど最後に寺戸議員が御指摘をいただいた、まさに行政と住民とが一緒に関わりを持っ

て、そして協働、連携をしていくということ、その動きの過程の中に町民の皆さんが

自分達の子ども、津和野町もこんなにまあ子育て支援も頑張っていい施策、充実して

きているじゃないか、仕事もあるじゃないか、そんなことを実感をしていただくとい
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うことが、まさにＵターンを呼びかけていくということにもつながっていくのではな

いだろうか、というふうにも思っているところであります。 

 そのことはＩターンのほうにも言えると思っています。Ｉターンの方もぜひ来てい

ただいて、大歓迎しております。そのためにやっぱり地域がいかに受入れ体制をきち

っとしていただくかということは、これは行政の力だけで及ばないのは間違いないわ

けでありますから、そこをもっともっと推進していくためには地域と行政の連携が大

事だというふうに、これも寺戸議員の御指摘のとおりだと思っています。 

 じゃあそれを連携を深めていくための手段として、まだまだまちづくり委員会、未

来づくり協働会議、ここの動きが弱い、そういう御指摘でありますので、今、私自身

がこの今人口減少の、この結果というのを４期目で厳粛に受け止めている、それは間

違いのないことでありますので、そのことをなぜ結果が出ていないかということを踏

まえた中で、また一度、今日寺戸議員から御指摘をいただいたことを厳しく、またこ

れも受け止めて、今後の未来づくり協働会議、まちづくり委員会の在り方というもの

へ生かしていきたい、そういうふうに思っているところでありますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  寺戸議員。 

○議員（１０番 寺戸 昌子君）  以上で、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、１０番、寺戸昌子議員の質問を終わります。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（草田 吉丸君）  ここで１１時２５分まで休憩とします。 

午前11時13分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時25分再開 

○議長（草田 吉丸君）  休憩前に引き続いて、一般質問を続けます。 

 発言順序８、１番、道信俊昭議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  最後になりましたが、最後になったということは、こ

れまでの議員の皆さんの意見を全部聞いて、町長の答弁も聞いてきたということにな

りますが、冒頭で、私こういう言い方で入るとは思わなかったんですけども、起承転
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結という言葉がありまして、四四、十六年、結のときですよね。 

 先ほどの町長の答弁を聞いていたときに、１年目だったら拍手を送ります。しかし、

もう既に、起承転結の結が来たときに、評論家のような答弁を聞いていたときに、さ

あ、津和野はこれからどうなるんだい、というような思いに駆られております。 

 それで、隠岐の島の海士町のプロジェクトＸの放送が、先日あったわけですけども、

破綻寸前の町を山内町長が見事に立て直したというのを、今、このときに放映された

ということは、どういうことなのか。ディレクターの意図はどこにあったのかという

ことを、まあ、邪推するっていうわけじゃないんですども。要するに、津和野よ頑張

れと、これを見て頑張れよ、みたいなことにあったと思っても仕方がないという感じ

なんですけども。 

 多くの町民が見ていましたね、いろいろなところで話をすると、このプロジェクト

Ｘを見ていました。私の店は、商売をやっていますんで、いろんなお客さんが来られ

たときに、これ大分前なんですけども、海士町の役場の職員が、たまたま私のとこへ

来まして、海士町は何でここまでやれるのって聞いたら、５人の有能な課長がおった

と、はっきり言いました。そういうことを言ったときに、改めてこのプロジェクトＸ

を見たときに、ああ、まあ、更におるんだなあということを感じたわけですけども。 

 一方、津和野は、前回の最下位、前回最下位だったということを私覚えていません

でしたけども、今回は１つ順位が上がりまして、最下位から２番目という、まあ、実

に不名誉なのか、１つ上がってよかったのかっていうことは、皮肉な言い方になりま

すけども、これが事実です。 

 それでは、通告文に入って行くんですけれども、これはほかの議員も言われている

ことですけども、消滅可能性自治体とは何か。人口減少、少子化が進み、存続できな

くなるおそれがある自治体、具体的に言えば、２０から３９歳の若い女性の人口が

５０％以上減ると推測される自治体である。 

 ところで、島根県には１９市町村があるが、１０年前の統計では１６市町村が消滅

都市として指摘され、津和野町も含まれていた。今回の調査では、消滅都市とカウン

トされたのは４都市であったが、その中に津和野町は残ってしまった。しかも、下か

ら２番目の不名誉な位置である。ちなみに、吉賀町は消滅都市から抜けた。 
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 これをまず、最初の質問で質問内容、次行きますね。 

 若い世帯を増やす施策は、何と言っても職場の必要性である。特に、私は商売をし

ておりますので、津和野町においては、それは観光産業であることは言うまでもない。 

 ところで、津和野には文化財が大変多く存在する。ただ、当初は、ですから昭和

４６年がピークですから、それを見せる、津和野にはこんなにたくさんの文化財があ

りますよということを見せることで、観光客が多く集まってきました。それが一巡し

たというよりも、私は、京都におったときに旅行社におりましたから、客観的に津和

野を見ることができましたので、津和野町が全国的にどんどん上っていく、すごいな

というのも見てきました。外からですけども見ておりまして、それが一巡して、客足

が遠のき、観光関連の店が減り、おのずと人口は減ったという実態ですね。 

 文化財を観光に生かすべきだが、文化財保護条例の第１２条の勧告や１３条の現状

変更を読むと、文化財と名がついたら触ってはいけない、教育委員会に従わざるを得

ないという思いに駆られてしまいます。この条文は、２番目の質問のときに読み上げ

ますけども、そこで、教育委員会にお願いなんですが、観光産業の活発化のために文

化財を積極的に生かしてもらいたい。 

 ２番目、観光客に直接接するのは商売人である。文化財に関する講演や講習が開か

れるものの、ほとんど土日の午後である。商売人は、ほぼ出席できない。そこで、

ユーチューブで聴講を希望するので、ぜひ、その体制を取ってもらいたい。これが、

今最初のですね、ちょっと堅苦しい言い方でしたが、まずはこれにお答えいただきた

いというふうに思います。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。ただいま通告されましたが、大項目を言ってくだ

さい。事項の大項目を。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  大項目として、文化財と観光という項目でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  それでは、１番、道信議員の御質問にお答えさせていただ

きます。 

 文化財と観光についてでございます。 

 １つ目の御質問でございますが、文化財を観光に活かすことは、国が進めている近
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年の潮流であり、津和野町内にある多くの文化財も、その文化資源として位置づけら

れます。 

 このたび提示のありました文化財保護条例は、津和野町指定文化財に関する条例で

すが、県指定文化財に関しては島根県文化財保護条例、国指定等文化財に関しては文

化財保護法があり、それぞれ指定等がされた文化財の保護について、その価値を守る

ために現状変更する場合には、申請をして許可を得る手続が定められています。 

 これら文化財を現状変更する際に、手続が必要な理由は、現在行われる行為によっ

て、文化財の有する価値を損なうことなく後世にその価値を正しく伝えていかなけれ

ばならないためです。その価値が守られ続けている文化財は、観光に資する文化資源

としても魅力的なものになります。 

 一方で、除草や庭園樹木の維持管理行為などについては、現状変更の手続は不要で

実施可能ですので、個々の実施される行為が現状変更の手続が必要であるかどうかに

ついて、教育委員会まで御相談いただければと存じます。 

 なお、文化財の価値を損なわない行為であれば、文化財の活用を進めることができ、

近年では、旧堀氏庭園、旧畑迫病院、津和野藩校養老館を利用して、イベント等が開

催されています。今後、これらの文化財活用の情報発信を通じて、文化財の活用への

理解が深まり、文化財を資源とした観光産業にまで効果が波及するように取組を進め

てまいりたいと考えています。 

 続いて、２つ目の御質問でございますが、これまで文化財や文化施設に関する講演

会等の多くについては、土日、または祝日に開催をしてきています。これは、過去に

講演会等に参加されてきた方の多くが、休日に参加されやすい参加者層であったこと

や、町外から参加される場合も想定していたためです。 

 御指摘のように、観光業に携われる方にとっては、土日祝日の参加は難しい状況で

す。これまで、講演会等の映像記録は、講演資料の著作権に留意した上で、講演者の

承諾が得られたものについて、町内ケーブルテレビでの放送を行ってきました。御提

案がありましたユーチューブ配信は、更に、町内外に広く公開できる一方で、同様の

課題を解決することが公開の前提となります。今後、実施可能なものについては、

ケーブルテレビ放送やユーチューブ配信の検討を行い、講演会等に参加できなかった
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町民の皆様に視聴いただけるような機会を確保するように努めてまいりたいと考えて

います。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  それでは、再質問に入ります。 

 文化財、文化財と名のつくものがですね、私がここに資料を持ってますけれども、

ここにありますね。１ページ、２ページ、３ページ、ちょっと数えてみたんですよ。

まあ、呼び名はいろいろありますよ。津和野町の指定文化財とか、その後、２とかあ

りますけど、まあ、ざっと数えてみたら８１、８１あるんですよね。だから、先ほど

言いましたように、これを全国に発信して、津和野にはすてきな文化財がありますよ

というのは、その当時はインパクトがありました、確かにインパクトがあった。こん

な小さな町で、こんなにすごい文化財があるんだということを町の内外の人達が感心

をして、ここに集まってきたのは事実です。だからそれを、どうとかああとかとは、

これがあったからお金がこっちに回らんとか等々と言う気は全くありません。まず、

これは大前提です。 

 ですけども、その後ですよね。これがあって、あまりにも津和野が有名になった。

それで条例ですね、先ほど言いましたように、第１２条ちょっと読みますね。「勧告、

管理が適当でないため町指定文化財が減失し、またはき損し、もしくは衰亡するおそ

れがあると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し管理方法の改善、保存施設の

措置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる」、それから第２項もあり

ます。「現状変更、補助を受けた町指定文化財の現状変更し、又はその保存に影響を

及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない」、そ

れから２、３とあるんですよ。だからこれ難しい、法律用語ですからね、当然難しい。

町民の方に対して、例えば、文化財に手をつけようとしたとき、あるいは知らずに手

を付けてしまったときに、この条文をかざして、それで、わっと行ったら当然、もう

やっぱり町民の方としたら、えらいことしたなあというようなことになってしまって、

腰が引けてくる、引けてきた。 

 私が記憶しているところでは、私がまだ議員じゃなかった頃ですけど、お城の石垣

が崩れるからということで、一町民の方が松を切ったことで最終的にお咎めというか、
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お叱りを受けた。あれ、すごく鮮明に私なんかは、ずっと覚えてるんですよ。 

 というようなことが、やっぱり町民にとって文化財を活かして観光にという発想に、

あるいは具体的にそういうものをやろうということになってこなくて時間がたった。

そのうちに観光というものが、先ほど言ったように、見る観光見せる観光が一巡して、

去って行ったというのが、これが現状だということですよね。 

 決して、これを批判するわけでもないんですよ。当然、教育委員会は教育委員会の

立場がありますから、これを否定するつもりなど全くないんですよ、ないんですが、

先ほど町民がどういうふうにこれに対して２歩も３歩も引けてきたかということを、

この前ここに、１枚のビラが入ってきた。このビラを読んだとき、ちょっと読みます

ね、下のほうだけ。「畑迫病院特別イベント文化財を継ぐために。文化財には、扱い

に気をつけなければならないところや、修理の方法、これをやったら厳重注意など、

文化財ならではの注意点がたくさんあるのです。文化財を後世に残していくために、

やらねばならぬこと、やってはならぬことを教えてもらいましょう」こういう感覚な

んです、私先ほど言ったのは。だから、これぱっと見たときに、だから、町民の方が

やっぱり引けるんですよね、腰が。これ否定するんではないんですよ。引けたという

事実、ここに。だから、多少ですね、多少ですよ、前に町民がわっと行ってもそれを

受け止められるだけの許容的な心が教育委員会にどの程度あるんかなというのが、先

ほど、ユーチューブの次に、ユーチューブの話も出しますけどね。そこなんですよ、

それで、観光に結びついていかないということに、私はなっていったんだなあという

ふうに感じております。これはまあ、現象ですからね。仕方がないっちゃあ仕方がな

いんですけども。 

 それと、もう一つ事例言いますと、実は商売の私の近くのお店なんですけども、具

体的に言うと、つわみんを自分の店の箸袋に書きたいということがあったんですよ。

いろいろ相談していたら、結局もう面倒くさい、いろいろ注意点がありますよね。も

う面倒くさいことならやめたとなったんですよね。だから、そういうことっていうの

が、現実にあったもんですから、だから町民との協力というのが得られないっていう

ようなこういう現象。 

 それからもう一つ、私は大体いろいろ取材して回るんですけども、山陰道のいろい
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ろありましたいねえ、当時。山陰道、あそこつけたら道をこうだとか、場所が延びて

というたときに、まあ騒動ありましたいねえ。 

 この前、そこの山陰道の近くまで行って、地域の人がおられたんで話をしたんです

けども、草が生い茂り木が云々、「どうなったんでしょうねえ」って言うたら、「知

らん」言う。「あねえなものは知りゃせん」みたいなね。 

 これをまた、復活させるかって言うたときに、ちょっと意地悪く聞いたんですよ。

地域に補助金が出て、地域の人達金出しますって言うたら、「出さん」って言うて。

ちゅうことは、町民との協力云々ということがですね、できていないなあ、みたいな

ことがあるんですけども。これが実例ですね。これで、ちょっと質問を問うっていう

ことはちょっと難しいのは難しいですけども。 

 もう一つ、これが町民との関係ですね。だから、町民に関心を持ってもらうってい

うことが、町民に関心を持ってもらっていないなという事実。 

 それからもう一つ、次が、これはちょっと質問を受けますけども、教育長部局と町

長部局の関係、ここが、私が長年見ておって、あんまりうまくいっていないという感

じです。どっちが悪いということじゃあないんですよ。うまくいってないなあという

感じです。 

 具体的に、１０年前ぐらいに、Ｙ職員、観光課と教育委員会を兼務していたってい

う時期がありましたね。お、すごいなと思ったんですよ。お、これはいい、これで

２つがうまいこと合体して、前に進んで行くなっていう思いをしていたんです。そし

たらまあ、突然それが中止になっちゃった。それからずっと１０年、日本遺産セン

ターが、取消し云々の話が出て、この前２月に１回目の審査か、聞き取り調査かな、

今度７月か８月に２回目の審査等々がありますよね。そうして、１２月に最終的な判

断をされます。これが今度来ますからね。今、その内容をちょっと聞いてみたんです

よ。そうすると、実にうまくいっている。だから、町長部局の観光課の職員でしょう

ね、当然。それから、そのプロジェクトの中に、教育長部局の職員が入って、実にい

い具合に進んでいるという話を聞いたんですよ。これを聞いたときに、一緒にやれる、

何であのときにあれを継続してこなかったのか。今、うまくやれるという形ができて

いるじゃないか、何で１０年間ほったらかしとったのということが、非常に私、報告
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というか聞いたときに思ったんですよ。これ、何でかっていうことを聞くのも質問と

しておかしいんですけども、この体制というものを重要だなあと感じられ、多分、会

議に出ておられる、どっかの担当の方が出ておられると思うんですけども、これ、思

われたかなあ、どうかなあ、私が聞いたのは思ったんですよ。思われたかどうかなっ

ていうことを。 

 もう一つ追加して、こういうプロジェクトをこれからも進めていきたいと思われる

かどうかって、まあ２点ですけども、教育長に聞きましょうか。よろしく。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員、今言われた質問事項は、教育委員会と町長部局の

関係についてを聞かれとるんですかいね。ちょっと具体的に言ってください。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  はい。プロジェクトがうまくいっているということな

んですよ。そのうまくいっているなあということを実際に感じられたかどうか。私は

感じたんですよ、感じられたかということを、どうだったかという感想を聞きたい。

それは、観光課の課長が実際に立ち会っておられると思うんで、観光課の課長でも、

あるいは教育長は、２人に聞きましょう。報告を受けておられると思うんですけども、

それをどういうふうに思われたか、観光課長と教育長にお聞きしましょう。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  いろいろと１０年前のお話を聞かせていただきまして、あ

りがとうございました。 

 まず、ちょっと最初に文化財の関係で、いろいろとまあ御意見なり、今、町民の皆

様の思いというものをお聞かせいただきました。文化財につきましては、先ほど御答

弁をさせていただいておりますけども、町におきましては、文化財保護条例に基づき

まして、管理、維持を行っておるところであります。当然、いろんな文化財というこ

とでありますので、手続が発生してまいります。その一つの主なものが、答弁の中で

お話をさせていただいておりますけども、現状変更申請というものになります。 

 ただ、いろんな制限があって、なかなかこう、文化財は大変だという思いをお持ち

かもしれませんけども、その辺につきましては、この答弁の中にも書いてありますと

おりですね、まあ、簡易なものについては、そういった手続は不要といったこともご

ざいますので、まず、そういった文化財をいろいろとこう、いらう場合にはですね、
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教育委員会のほうに御連絡いただいて、御相談をいただきたいというふうに思ってお

ります。そういった、決して手続上面倒くさいというようなことはございませんので、

教育委員会に御相談をいただければなというふうに思っております。 

 それから、御質問にありました文化財の活用と言いますか、観光面でどうつなげて

いくのかというところでありますけども、今、日本遺産の関係で、道信議員のほうか

らお話をいただきました。うちの担当の職員が、その協議会の中に入りまして、観光

課の職員と一緒に今その再認定に向けた取組を進めております。当然、そのことにつ

いても、報告は私のほうにも上がってきておりますので、そういった一連の動きと言

いますか、関係性と言いますか、町長部局の商工観光課と連携を取りながら、そうし

た事業を進めているということでございまして、これは、非常に大切なことであると

いうふうに思っておりますし、今後も、町の文化財の活用と、保存という部分では、

今みたいな現状変更とかいろいろ手続もありますけども、また、それを活用していく

という部分につきましては、観光面と一体になって連携しながら進めていくことが重

要であるというふうに思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  商工観光課長。 

○商工観光課長（堀  重樹君）  教育部局と観光部局のほうがうまくいっているかど

うかというような御趣旨の御質問だったと思いますが、教育長答弁したように、まあ、

うまくいっているかと問われれば、現状うまくいっているというふうに思っておりま

す。 

 しかしながら、この関係がうまくいくのと、議員言われているところは、日本遺産

の認定の関係につながっていると思うんですけど、ここの認定が、今年度評価年とな

っております。１２月、今年中に最終的な評価が下されるということでございますけ

ど、それまでに現地視察があったり、計画の、これ任意なんですけど、再提出もでき

るというようなことでございますので、それに向けて、まあ、日本遺産センターのほ

うで、毎月１回でございますけど、定例のミーティングをする中でですね、そういっ

たような部分について協議をして、何とか認定に向けてこぎ着けたいというふうに思

っております。 

 関係自体はうまくいっておりますし、認定に向けても順調に進んでいるというふう
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な認識を持っております。 

 以上です。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  まあ、うまくいっていないとは言わんちゅうのは分か

っていますけども。 

 この日本遺産の、この件をですね、非常にうまくいっているというふうに聞いてい

るんで、これを活かしていただきたいんですよ。継続していただきたい。そうすると、

うまくいっているということの具体的な事例を私らは感じることができます。言葉で

うまくいってますよと言われるけども、私から見りゃあ、あんまりうまくいっていな

いなというような──まあ、これ失礼ですよ──思ったんですよ、ということは、そ

の１０年前から、１０年間何にもされていないですよね。こういう具体的なことが何

にもない。これが証明しているなと思っているんですけども、それはそれで終わった

ことですからいいんですけども。 

 この件を、これをきっかけにして、観光課との連携を非常に密にしていただきたい

ということを、期待するという言葉になるんですけども、こういう事例が出たからい

やいやな面もあったんかも分かりませんけども、職員の中でのあれはいい具合だとい

うことを聞いてますから、ぜひ、これをきっかけにしていただきたいと、そうしたら、

次に何かあるときに今のようなこと、文化財を利用して云々というときに、すぐにプ

ロジェクトを組んでやっていく。１０年前の形でもいいですよ、観光課と、それから

部局との連携をつくってのっていう体制でも、それはどちらでもいいんですけども、

これをぜひやっていただきたい。 

 それと、もう一つのユーチューブなんですけどね、これは検討、やらんなあちゅう

感じなんですけども、これはやったほうがいいですよ。これは強く言いますよ、これ

は。ちゅうのはねえ、商売する者にとっては、それぞれの時間がもうばらばらですか

ら、サンネットで見とる、その時間にほいじゃあっていうわけにいかんのですよ。

ユーチューブだったら、そんなに機材もいるわけでもないし、好きなときに、例えば

私なんか夜遅くだって見ますから、いろんなユーチューブを、ある意味ユーチューブ

しか見ないですから。見ていって、すごく勉強になるんですよ。やられている講演会
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なんかを見たときに、わあ、行きたいな、聞きたいな、勉強したいなっていうことを、

もう非常に思いますよ。え、日曜日の２時、それは無理ですよ、無理。ですから、機

材も何もそんなにいるわけじゃないから、これは検討じゃなくて、やりますというふ

うに、ぜひ、この場で言っていただきたいと思うんですけども、教育長どうです。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  やるようにということで、答弁ということでございますけ

ども。 

 先ほども答弁させていただいておりますけども、いろいろ講演者の方の承諾を得た

り、そういった手続も必要になってまいりますので、そういったことを経て、実施可

能なものにつきましては、実施に向けて検討してまいりたいと思います。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  いや、本当期待しますよ。 

 ていうのが、今のその職場をつくっていく、それからことになるんですよ。私は、

観光県の方とかいろんな人と具体的に接触します。そのときに、やっぱり知識を着け

ておきたい。そら、本もありますよ、ですけども、そういうものを見て、こうでした

よ、ああですよっていう。 

 それから、ユーチューブですと、最新の情報が入ってくる。今だったら昨日の情報

がみなアップされますからね。だから、そういうような最新の情報、過去の偉人はど

うだったかっていうのは本を読めば分かる。だけど、最新の情報を得る手段としての

ものをぜひ、構築してもらいたいということは強く思いますんで、いつかいつかと待

っていますんで、ぜひ強く願っております。 

 それでもう一つ、前後しましたけど町民の件なんですけどね、文化財というのは、

さっき言ったみたいに八十何ぼもありますよね。だから、町民の人がそれを維持する

のに、やっぱり協力せんといかんっていうのがありますいね。それでさっきは、冒頭

は、協力せんっていうことを言いましたけど、協力している人もいる。草刈りをした

りとか、積極的に協力している人がいるわけなんですよ。その人達が汗水たらしたと

きの汗が流れた後に、ちょいと水を使いたいから何とかしてほしいなという要望も受

けているんですよ。そういう人達に対して、いや、これは文化財だから、ここでちょ
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っとこういうものを作ったらまずいとか何とかっていう、そういう小さなことを言わ

ずに、そうやって協力してくれている人達に対して、積極的に応援していくような手

だてをしていただけるように、さっきの堅苦しい条例を引合いに出して、ええ、でき

ません、じゃまずい。これをちょっと、こういう事例がありますからね、このあたり

を具体的にはちょっと言いませんけども、町民のそういう人達に対しては、できるだ

けの協力はしますよということを、ちょっと教育長、お願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  教育長。 

○教育長（岩本 要二君）  いろんな町内には、文化財がありまして、それを変更した

りいろいろする場合には手続が必要ですということで、答弁はもうさせていただいて

います。それは当然、文化財保護条例に基づいて対応しているということでございま

すので、その条例に基づきまして、いろんな手続を進めていきたいというふうに考え

ておりますけども、いろんなパターンがあると思いますので、ここの答弁にもさせて

いただいておりますけども、まずは教育委員会に相談をしていただければというふう

に思っております。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  町民の方にも言っているんですけども、議員に相談し

なさいって言っているんですよ。議員が間に入ってということはありますね、直接っ

ていうのはちょっと敷居が高いところも実際あります。 

 ですから、これは我々の責任でもあるんですよ、仕事でもある。だから、議員に相

談して議員と一緒に教育委員会に行って云々という、この形をつくりたいなと私は思

っているんです。だから、その町民の方も私に言ってきた。そういうような仕組みを

ですね、だから、町の中での部局の問題もありますけども。議員としても、今のよう

に間に入って仕事をする、この文化財云々を観光に生かすということを伸ばしていく

ということも、私も肝に銘じておりますんで、仕事としても、ぜひ、やりたい。町を

伸ばすためにも、ぜひやりたいっていうふうに思っていますんで、そのあたりを協力

してください。煙たがらずに、よろしく。 

 それでは、最初の質問は終わりましたんで、２番目の質問に入ります。 

 若い世帯を増やす施策のもう一つは、企業誘致である。増やさなければならないに
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も関わらず、町長肝いりの２つの会社、ファンディングベースとパスカルが撤退した

と聞いた、聞いたんですよ。理由は何か、これをお尋ねしたい。 

 大きな題目は、企業誘致ですよ、２番目の企業誘致。 

 また、誘致の最大ターゲットである東京において、津和野事務所がリニューアルさ

れ、人心も一新された。意気込みを問うということをお尋ねいたします。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  それでは、企業誘致についてお答えをさせていただきます。 

 株式会社ファンディングベース及び有限会社パスカルについて、現在のところ当町

から撤退しているという事実はございません。株式会社ファンディングベースにつき

ましては、連携から１０年が経過し、地域おこし協力隊制度での関わりをはじめ、当

町の地域振興等に一定の成果を上げていただいたと感じております。 

 現在は、当該企業の職員が常駐はしておりませんが、今後の事業実施や連携につい

て協議に入っているところでございます。 

 有限会社パスカルにつきましては、連携協定締結後、当町にて現地法人を設立し、

常駐職員を配置いただく予定としていたものの、常駐していただく予定であった職員

が一身上の都合により、急遽退社するなどの理由で、現在、職員常駐がかなっていな

い状況となっております。 

 一方で、当該企業との関係性は良好であり、社内での体制が整い次第、当町での活

動をいただく旨の回答を受けております。 

 また、東京事務所については、今年度より主管課をつわの暮らし推進課とし、当町

へ進出を検討している企業に対して、事務所の立地を活かしてアプローチし、企業誘

致を推進してまいります。 

 あわせて、誘致の際には、人材確保も同時に進めていく必要があり、当町へ移住を

検討しているＵＩターン者に、働く場所の提案と生活面の両方から、いろんな新しい

生活スタイルの提案を行いたいと考えております。 

 企業誘致につきましては、委託事業者や島根県東京事務所、移住・定住の取組につ

いては、ふるさと島根定住財団などの関係機関とも連携しながら推進していきたいと

考えております。 
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○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  この中でですね、答弁の中に、新しい生活スタイル、

これがちょっとよく分からないので、これになると、かなり細かくなりますんで、こ

れは担当課長にお聞きするっていう形になると思いますが。 

 私が、この前４月１日、だから、今の職員があそこへ赴任したときに、ちょうど同

じときに事務所へ行きました。これを見たときにですね、１２時頃行ったんですけど、

これ、立て直さんと大変だなと思ったんですよ。最初の感想ですよ。立て直さんと大

変だなと思ったんですが、立て直して、新たに津和野から東京へ発信できる状態をつ

くるべきだなというふうに強く感じたんですよ。だから、そこのあたり、その思いを

こうぱっと持ったときに、この今のですね、新しい生活スタイルっていうのを見まし

たんで、これについてもうちょっと詳しくお聞かせください。 

○議長（草田 吉丸君）  つわの暮らし推進課長。 

○つわの暮らし推進課長（宮内 秀和君）  早速、津和野町東京事務所に行っていただ

いたそうで、どうもありがとうございます。 

 この新しい生活スタイルというのは、やはり今度東京事務所、私どもつわの暮らし

推進課の所管となりまして、企業誘致も同じくやっております。今、企業誘致は我々

どもは主にＩＴ企業系を主に誘致を行っておりまして、そうした企業様が来ていただ

いたときに、津和野で今度はどういう新しい生活スタイルができるかというようなこ

とを模索してまいりたいというふうに考えております。 

 具体的に言いますと、今、例えばＩＴ企業ですから、ＩＴ企業のいわゆるコンピ

ューターを使った生活スタイルがメインにはなるんですけども、田舎暮らしとセット

にしたですね、どう言いますか、やっぱり自然環境豊かなところでコンピューターを

使って、いろいろな首都圏でもできる環境を田舎でも実現したいというような新しい

スタイルを、今後我々も、日本全国の地方の新しいスタイルのモデルケースになるよ

うな、そうした新しい働き方を模索してまいりたいという意味で、ここに町長のほう

から答弁をさせていただいたということでございます。 

 もし、いろいろな議員の方々から、もっとこうしたことがいいとか、それから東京

事務所の在り方とか、活用方法とかについて、いろいろ御提案があれば今後も承って
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まいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  今の、企業誘致ですね。これは当然のことなんで、改

めてやってもらうと。それから津和野ももっともっと宣伝してもらいたいということ

と、あの地域、私、地下鉄で行ったんですけど、東大がすぐそばにありますいね。大

学がひしめいている地域でもある。これに対して、この前、東大に合格した○○○○

○さんの、山陰中央デジタルの内容、これ読みましたらね、津和野に非常に愛着を持

っておられる。この冒頭に書いてあるんですよ。ここに来て、この人東京の人ですけ

ども、津和野に来て考え方ががらっと変わったっていう、そのことをこの彼女が、こ

の中にずっとつづっておられる。だから、東京からどんどん津和野高校に来てもらう

という手だてを、もっと積極的にですね、進めていただきたいということのこれが一

つの、彼女のこれを見たときに、津和野はすごいなという感情を持った。そういうの

を、東大生がここに来たことによって、心を変えたんですから、これはすごいなと思

ったんですよ。 

 これはちょっと、私の経験でもあるんですけど、前にも言いましたが、浪人のとき

に、大阪へ出て行ったときに、梅田のあの高架橋のとこに人がひしめいている中を一

人で歩いていたときに、ものすごい孤独感を感じた。都会っていうものが、いかに孤

独なところであるかということを、もう体験していますんで、その逆ですね、これ。

彼女は、東京のあの中では思いもつかないことが津和野の中で醸成されたっていうこ

とを、こうやって表現してくれていますんで。彼女は、津和野に対してもいろんなこ

とをしたいっていう思いも持っておられますんで、ぜひまた、彼女が帰って来られた

らですね、一緒になって津和野高校はもちろんですけども、津和野をもっとＰＲして

もらうというポジションに、ぜひ彼女を盛り立てていただきたいというふうに思って

おります。 

 それと付け加えますが、彼女が当然中心ではありますよ。ですけども、彼女の弁に

よるとそれを取り巻いた人達、まず、大家さん、この大家さんの献身的な努力ってい

うのがね、私直接大家さんと話していますから、いや、何もしないよって言っていま

すけども。これは、ものすごいもんがあった。それから、津和野のいろんな行事に参
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加してみてというくだりもありました。だから、このような子ども達を育てていくこ

とが、次の津和野を育てることだろうというふうに思っていますので、これを育てる

手だてを、具体的なですよ、具体的な手だてを、ぜひ、一緒になって考えていきまし

ょう。 

 それでは、最後になりますので、これは町長にお尋ねしていくんですけども、町長

の、この私がさっき言ったように、最後になったということは、これまでいろいろ答

弁を読んでおりましたときに、これをもう一度改めて読みましたときに、ちょっと私

にとっては、えっというような文言があるんですよ。 

 具体的に言うと、この中に、町長がしゃべられた文言ですからね。「厳しい財政状

況であった中で、財政改革を断行」要するに財政改革をやってきたっていうことです

ね、努力してきたっていうことですよ、財政改革やった。 

 それから、次が「商工業者に対しては、閉塞感等の苦しみを共有する」と書いてあ

るんですよ。共有するだけという、だけは私のつけたあれですよ、共有するだけとい

う、これ商工業者に対してですね。 

 それから、「いかなる言い訳もできるものではない」それから、「定住少子化対策、

懸命に取り組んできましたが」という文言、それから次は、「過度に悲観的にはなら

ず」町民からすりゃ、ものすごい悲観しとるんですよ。こっから楽観なんかできるわ

けがないという感じなんですよ。 

 言葉尻を捉えたわけではないんですけども、こういうような文言が並んだときにで

すね、私がこれを全部ばっと並べてみたときに、打つ手なしと、もう打つ手なしとい

うふうに感じられたんですよ、具体的にですよ。冒頭で言いましたように、概念とし

ては分かると、打つ手がないというふうに私は感じた。 

 最後にですけど、政治っていうのは結果責任ですんで、遺憾に思いますだけですか

っていうことなんです。責任を感じるだけなんですか。責任を取るということはない

んですかというのが、私の質問です。いかがでしょう。 

○議長（草田 吉丸君）  町長。 

○町長（下森 博之君）  御質問としては、ほかの議員さんも含めた２日間にわたる全

ての総括をされた、今、一般質問をされたんだというふうに受け止めたところでござ
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います。 

 あえて、お答えをさせていただくならば、一つ一つ、今、私の文章を挙げられまし

たけれども、それはやはり言葉尻を捉えておられるとしか私からはもう言いようがあ

りません。その一つ一つの言葉にうそ偽りはありませんし、全ての気持ちを正直に書

かせていただいたというところであります。そして、今日の質問の冒頭にも、評論家

のような発言だというような御指摘もあったかと思います。なかなかやはり全ての議

員の皆様に直接すぐ私自身答えていかなければならないというところ、そこは能力不

足もあって、なかなか十分な表現方法にならずに、議員の皆様にしっかり伝わってい

ないところは、当然、私も反省しなければならないと。ただ、本当にここで全てを即

座に答えを導き出して、失礼ができるだけないように、また、問題発言のような表現

がないようにしていかなければならないそのプレッシャーは、この場に立っていただ

いたら分かるというふうに思います。 

 そんな難しさの中で、まだまだ能力不足で十分な表現ができていないというのは申

し訳なく思いますけれども、ただ、私自身は、これまで一般質問されてきた議員さん

に、全て一つ一つには熱意を持って、そして何とかこの思いを伝えたい、町としての

考え方、そういうことも踏まえてしっかりお伝えをしたいというその熱意はしっかり

持ってお話をしてきたというつもりでございます。 

 ですから、今日冒頭、それが評論家のようなというようにお受け取りになられたん

であれば、それはそれで御感想でいらっしゃるんだろうけども、しかし、熱意ややる

気を持って答えてきたことを、そういうような表現で示されるんであれば、じゃあこ

の後、道信議員の御質問に、どう私自身、もうお答えする言葉もなくなってきたなと

いうのが正直な実感で、今日、今、道信議員の最初からの今までのところをお聞きし

てきたというのも事実であります。 

 だけども、私は町長である限り、ここの一般質問では全ての質問にお答えしなけれ

ばならない責務があります。そんな中で、最後の質問に集約されていると思います。

その結果責任ということでありますけれども、当然、私自身は町長として、やはり公

約を掲げて、いろんな公約を掲げてまいりました。そして、それを一つ一つ実現して

きたのも事実であります。買物支援対策や、あるいはタクシー問題というようなこと
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もあったり、それから福祉の問題もあり、様々な課題を取り組んできたというところ

であります。そういうふうな中で、いろんな頑張ってきた、実現してきたものも数多

くあると思っています。 

 ただ、やはり私は、商工業の出身の町長として、やはり人口減少がもたらすこの影

響、それはまず一番感じるところとして、商工業者と同じ思いに立てる立場であって、

そこの成果が出ていないということについては、しっかり、やはり現実を受け止めな

ければならないし、そこの責任というのもまた、受け止めて感じなければならないだ

ろうと思っています。 

 ですから、私はまず、この残された任期の中で、しっかりこの人口減少が今の状況

ではとてもプラスに転じるとか、そんな大げさなことは言えません。 

 ただ、教育の魅力化、観光振興、いろいろ時間がかかるという中で、長年やってき

たことが今花が開こうとしている。そういう実感も受けるんであれば、また次も頑張

りたいと、本当にその次で成果を出したい。そんな思いも持つことができると思いま

す。 

 一方で、この１年半残りの任期の中で、やはり成果が十分に自分自身が生まれてい

ない、じゃあそこで、この状況で５期目という長期を更にやってはいけないんではな

いかという思いを持つかもしれないというところであります。だからこそこの間に、

そのほかの行財政改革も今、大変、本当に心苦しい中、水道料金の値上げというよう

なこともやっております。それが次に、もうやる気がなければ、次の町長さんにもう

譲って、どうぞ御苦労してくださいのような、簡単なことになると思います。 

 だけど、そんなこと夢にも思ってないから、今、自分の責任として、本当にいろん

な御意見や批判を受ける厳しいこういう事業も水道料金はじめですね、そのほかにも、

今、行財政改革をやりますと、必ず町民の皆さんから批判を受けます。そのことにも、

今、全力で一生懸命取り組んでいるといったところでありますから、その進退とか、

そういうことまで結果責任ということをおっしゃっておるんであれば、まだ今、それ

を下す段階ではないというふうにも思っております。 

 まだやれると思えば、頑張らなければならないと思うときには、次を目指しますし、

私がもう１期やることが町民にとって弊害になるのであれば、それはしっかり結果責
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任も考えなければならないというふうにも思っています。その上で最終的には、これ

は私が一番最初に町長を志して、そして最初から、本当に真剣に私のために一緒に応

援してくださってきた後援会の幹部はじめ仲間がおります。だから、そうした方々へ

のしっかり理解も得ながら、この次の、また進退ということも考えていくということ

になります。そこはもう、僕だけのまた判断でもないんだというふうに思っておりま

す。 

 なので、決して評論家というつもりもないし、そしてもう次がないという思いの中

で、投げやりになっているわけでもないし、諦めているわけでもないというところで

あります。 

 そして今、令和６年度に取り組んでいる様々な事業、なかなかそんなことは効果が

ないという御意見もいただきながらも、これは今まで庁議の中で話し合って、そして

それが全職員にまでいって、みんなでこの長い間考えて、積み上がってきた今事業が、

令和６年度に新しく取り組んでいこうという事業であります。これは、私にとって本

当に賭けていくべき、それぐらいやはりある意味ではうれしいし、こういうものが積

み上がってきたということが、それぐらい今から令和６年度には賭けていきたい、今

そんな思いでこの様々な事業に臨んでいるといったところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（草田 吉丸君）  道信議員。 

○議員（１番 道信 俊昭君）  終わります。 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、１番、道信俊昭議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（草田 吉丸君）  以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 

午後０時25分散会 

────────────────────────────── 
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